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議事日程（第２４号） 

日程第 １ 議案第６７号 平成３１年度あさぎり町一般会計予算について（説明・質疑） 

 

 

本日の会議に付した事件 

日程第 １ 議案第６７号 平成３１年度あさぎり町一般会計予算について（説明・質疑） 

 

 

                  午前１０時  開 議 

 

●議会事務局長（大林 弘幸君）  起立願います。礼。着席ください。 

◎議長（徳永 正道君）  ただいまの出席議員は１５人です。定足数に達していますので、これから本日の会

議を開きます。本日の議事日程はお手元に配付のとおりです。本日は税務課を除く総務文教委員常任委員会

所管課分についての説明及び質疑を行います。 

日程第１ 議案第６７号 

◎議長（徳永 正道君）  日程第１、議案第６７号、平成３１年度あさぎり町一般会計補正予算についてを議

題とし説明を求めます。企画財政課長。 

●企画財政課長（片山 守君）  おはようございます。まず初めに、企画財政課から配付しております説明資

料が４点ございますので、説明させていただきます。１点目でございます。企画財政課長名で出しておりま

す平成３１年度の予算編成方針です。予算編成方針の中で、平成３１年度は町長選挙のため骨格予算とした

ところでございます。今回の当初予算書は、これに基づいて編成しておりますのでごらんいただきたいと思

います。２点目でございます。総合計画に基づく実施計画でございます。平成３１年度から、平成３３年度

までの３カ年分を昨年度の計画をローリングして作成しております。これにつきましても、ご覧いただきた

いと思います。３点目でございます。まちづくり基金２億円、ふるさと基金２,０００万円の充当一覧表で

ございます。１ページ目がまちづくり基金、２ページ目がふるさと基金となっております。今回の予算にお

いて、両基金を歳出のどの事業に充てたのかを示しております。これについても、資料としてご覧いただき

たいと思います。４点目は、当初予算の性質別分類比較表でございます。若干、説明をさせていただきます。

歳入と歳出ありますが、まず、歳入のほうを見ていただきます。これは、平成３１年度当初予算と平成３０

年度当初予算を性質別に分類し、比較したものでございます。平成３１年度の当初予算は、町長選挙がござ

いますので、骨格予算としております。このため、予算総額を比較して５億４,０３３万円の減額となった

ものでございます。町税に関しましては、市長村民税、固定資産税が若干伸びておりまして、３,１０９万

８,０００円の増となっております。それから地方譲与税、これにつきましては、本年度から、森林環境譲

与税が新設されますので、昨年度より増となっております。それから、中段の分担金負担金は、１,０１５

万５,０００円の減額となりました。減の主なものは、右の欄に記載のとおりです。国庫支出金、県支出金

は、それぞれ増額となっております。国庫支出金の増で大きなものは、施設型給付費負担金、道路改良費補

助金でございます。県支出金につきましては、県議会・参議院などの選挙費委託金、畜産クラスター補助金、

造林事業補助金となっています。財産収入につきましては、素材生産売払収入の増、ふるさと寄附金は４,

０００万円を計上しましたので、１,０００万円の増となりました。繰入金につきましては、主なものは財

政調整基金３億円及びまちづくり基金２億円の繰入金となっておりまして、前年度と同額としております。

繰越金につきましては、昨年度４億円としましたが、３億円としたことで１億円の減となりました。町債で
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ございますが、今回は骨格予算のため、普通建設事業費等の政策的経費が、本予算に先送りされております

ので、財源とする町債が大きく減額となるものでございます。２ページ目でございます。歳出でございます

が、まず義務的経費が、８,５９９万９,０００円増加しております。義務的経費のうち人件費につきまして

は、教育長が、一般職から特別職に変更となっておりますので、特別職級が増加しております。時間外手当

の増は、三つの選挙が予定されておりますので、選挙事務に係るものでございます。扶助費につきましては、

施設給付費、負担金の増加が主な原因となっているところです。公債費は、元金、利子ともに減額となった

ところでございます。次の投資的経費につきましては、普通建設事業費が骨格予算のため、大きく減額とな

っているところでございます。その他の経費につきましては、８,４７３万６,０００円の減額となっており

ます。増加したものには、備品購入費、補助費等のその他、投資・出資・貸付金等がございますが、減少し

た科目として、委託料でふれあい福祉センター指定管理委託料、高山荘指定管理委託料が不用となったこと。

また補助費の一部事務組合に対するもので、上球磨消防組合の工事負担金が減少したこと。積立金では、繰

越金を３億円としたため、その半額を義務的に積み立てる財政調整基金への積立金が減少したこと。繰出金

で、各特別会計への繰出金が減少したことなどにより、その他の経費全体で減少となったものでございます。

簡単ではございましたが、平成３１年度の一般会計当初予算の歳入歳出の性質別経費の説明といたします。

それでは、平成３１年度の一般会計予算書について説明いたします。２ページでございます。第１条第２項

から読ませていただきます。第２項、歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、第１表歳入歳

出予算による。第２条、地方自治法第２１４条の規定により、債務を負担する行為をすることができる事項、

期間及び限度額は、第２表債務負担行為による。第３条、地方自治法第２３０条第１項の規定により、起こ

すことができる地方債の起債の目的、限度額起債の方法、利率及び償還の方法は、第３表地方債による。第

４条、地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借り入れの最高額は１５億円と定める。

第５条、地方自治法２２０条第２項、ただし書きの規定により、歳出予算の各項の経費の金額を流用するこ

とができる場合は、次のとおりと定める。１各項に計上した給料、職員手当及び共済費賃金に係る共済費を

除くにかかる予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項間の流用。９ページで

ございます。第２表債務負担行為でございます。合計で６件、１,６８１万２,０００円を設定するものでご

ざいます。詳細は、担当課より説明いたします。次ページでございます。第３表地方債です。起債の目的、

限度額、起債の方法、利率、償還の方法は、記載のとおりでございます。現在、予定しております起債は、

臨時財政対策債が１億９,５００万円。合併特例債が１億４,６３０万円。過疎債が１億５,５７０万円。公

共事業等債ということで３７０万円予定しております。合計で５億７０万円となるものでございます。ここ

で１３４ページをお願いいたします。地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末及び当該年度末に

おける現在高の見込みに関する調書でございます。真ん中の列、当該年度中起債見込み額５億７０万円、当

該年度中元金償還見込み額１１億８,７４２万８,０００円でございまして、当該年度末の現在高見込み額が

９８億６,４８６万３,０００円となる見込みです。次に１４ページをお願いいたします。企画財政課所管分

の説明をいたします。歳入からでございます。２段目の地方揮発油譲与税から、１５ページ及び１６ページ

２段目の地方特例交付金までにつきまして、平成３０年度の実績見込みと地方財政計画の増減を見込みまし

て計上しております。１４ページの最下段、款２地方譲与税の項４森林環境譲与税でございますが、平成３

１年度から新たに譲与されるものとなります。森林環境税が創設され、個人住民税均等割と合わせて、個人

から１,０００円が徴収されることになりました。この実施は、平成３６年度からになりますが、森林現場

における諸課題にできる限り早期に対応する必要があることなどから、森林環境譲与税は平成３１年度から、

地方に譲与されることになったものです。市町村が行う間伐や人材育成、担い手の確保、木材利用の促進や

普及啓発等の森林整備及びその促進に関する費用に充当することになります。１６ページでございます。中
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段の目１地方交付税でございます。普通交付税につきましては、３８億９,４５３万６,０００円計上してお

ります。３１年度から合併算定替の特例が終了いたしまして１本算定となります。その影響額は、８,００

０万円程度と見込んでおります。また、特別交付税につきましては、例年どおり２億円を計上したところで

ございます。次は２２ページでございます。中段、目１総務費県補助金の２行目、生活交通維持活性化総合

交付金でございます。町内を走っております路線バスの赤字補てんに対する補助金となります。その下の土

地利用規制等対策費補助金につきましては、国土利用法で、１万㎡以上の土地の売買の取引があった場合に、

県に届ける義務がございます。その事務費分の補助でございます。２４ページをお願いいたします。中ほど

の目１総務費委託金、総務費県委託金の節１統計調査費委託金ですが、平成３１年度に実施される各種統計

調査の委託金でございます。次のページでございます。中ほどの目１財産貸付収入の下段の光ファイバー貸

付収入ですが、町が設置しております光ファイバー網を民間企業にＩＲＵ契約により貸し付けておりますが、

その貸付収入でございます。その下の利子及び配当金については、会計課のほうから説明がございます。最

下段、財産売払収入の物品売払収入は、テレビ放送の難視聴対策としての機器の売払収入でございます。次

のページです。上段の指定寄附金でございますが、ふるさと寄附金につきましては、４,０００万円を計上

いたしました。過去２年間の状況を見て、平均の金額を設定したところでございます。款１８繰入金につき

ましては、まず、財源不足の調整のための財政調整基金繰入金３億円でございます。昨年度と同じ額となっ

ております。まちづくり基金繰入金２億円、ふるさと基金繰入金２,０００万円につきましては、昨年度と

同じ額を繰り入れておりますが、その使途は、別紙の基金の充当一覧のとおりでございます。下の段、特別

会計繰入金は、費目存置でございます。最下段、繰越金の前年度繰越金は３億円としています。前年度と比

較して１億円の減額でございます。２８ページでございます。下の段、町債です。総務債として、臨時財政

対策債１億９,５００万円。これは、普通交付税の財源不足について、地方が起債を起こすことで、償還額

に対して、普通交付税措置があるものでございますが、県の地方財政計画に合わせて減額をしております。

その下の民生債のうち重度心身障害者医療費助成事業債１,８００万円、出生祝い金事業債１,０００万円、

子供医療費助成事業債５,１５０万円につきましては、昨年度に引き続き、過疎債のソフト事業を充てるこ

ととしております。次のページをお願いいたします。町債の合計欄でございますが、総額は５億７０万円と

なりまして、前年度と比較して６億２,９３０万円の減額となるものです。骨格予算のため大きく減額とな

りました。続きまして歳出でございます。３４ページをお願いいたします。歳出につきましては、主なもの

のみを説明させていただきます。最下団の目３文書広報費ですが、節１１需用費で印刷製本費を計上してお

ります。毎月５,６００部を発行しております広報あさぎりの印刷製本費でございます。また、その下のホ

ームページ監理委託料は、昨年度ホームページをリニューアルしておりますが、その管理委託料となります。

次のページです。目４財政管理費でございます。節１報酬の補助金審議会委員報酬につきましては、５名の

委員さんにより、各種団体補助金の妥当性を審議いただいておるところです。節１３委託料の財務諸表作成

委託料、固定資産台帳システム保守委託料は、統一的な基準による地方公会計マニュアルに対応した固定資

産台帳の整備と複式簿記による財務諸表の公表をするためのものでございます。会計の専門的知識を有する

者から、支援を得ることにより、円滑な公会計事務の推進等により、正確な会計処理による財務諸表を作成

し、その有効活用を図るために委託することとしておるところでございます。３８ページをお願いいたしま

す。目７企画振興費でございます。企画関係の人件費、各種負担金等を計上しています。節１報酬のまちづ

くり審議会委員報酬は、２０名で３回の会議を計画し、地域の課題の調査、事業評価の外部評価をお願いし

ております。地域公共交通会議委員報酬につきましては、１９名で年４回の会議を計画しているところでご

ざいます。節１１需用費の消耗品費ですけれども、町内の団体に美化パートナーをお願いしておりまして、

町が管理する道路、公園、河川、公共施設等の美化活動されております。現在１７団体ありまして、清掃用
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具などを支給しておりますので、その経費でございます。節１９負担金補助及び交付金では、人吉球磨広域

行政組合企画費負担金でございます。人事異動により、２９０万２,０００円の減額となったと聞いており

ます。次のページでございます。地方バス運行対策補助金は、町内を走る路線バスへの赤字補てん分の補助

金でございます。本年４月１日から、ダイヤ改正を計画されておりますので、その分を反映した額としてお

ります。最終行のスマートインターチェンジ整備促進協議会負担金は、スマートインターチェンジの工事等

の負担金でございます。本年度で完成予定でございます。目８電子計算費です。職員が、使用しているシン

クライアント機器及び行政電算システムの管理費を計上しております。４０ページでございますが、備品購

入費につきまして、ＯＳの変更に伴うパソコン４２台の購入経費でございます。負担金補助及び交付金の社

会保障税番号制度、中間サーバープラットフォーム利用負担金は、マイナンバーに係る全国プラットフォー

ムが新システムの新システムになるということで、３２８万３,０００円の増額となっております。次のペ

ージでございます。最下段、目１４基金費です。ふるさと基金積立金は、ふるさと給付金と利子、まちづく

り基金積立金は、利子の分を積み立てるものでございます。次のページの財政調整積立金は、歳入で前年度

繰越金を３億円計上しておりますが、その半分以上は、義務的に財政調整基金に積み立てることとなってお

りますので、その半分の１億５,０００万と利子を合わせて積み立てるものでございます。次の目１５地域

情報通信基盤整備推進事業費は、光ファイバー地上デジタル放送の再送信、防災告知放送の管理経費を計上

しています。新規で、防災ラジオ関係の経費が出てまいります。電気料１００万８,０００円のうち、３０

万円と委託料の最下段のデジタル同報無線システム保守委託料２５８万６,０００円を運用開始の１２月か

ら、３月までの４カ月分として、新規に計上しているところでございます。この目では、前年度と比較して

１,７１６万５,０００円の減額となりましたが、デジタル同報無線システムの設計委託料分の減額と地上デ

ジタル放送の再送信機器入れかえ保守分の減額でございます。最下段、目１７ふるさと寄附対策費は、歳入

で４,０００万円を計上しておりますが、それに対する返礼品の購入発想の経費となります。次のページで

ございます。目１８地方創生費は、地方創生関係の管理経費で、まちづくり審議会委員報酬として、まちひ

としごとづくり推進会議及び総合戦略推進会議に年２回出席していただきます。総合戦略推進会議は、産官

学金労言という職種の方々を加えて、２５名で行っておりますが、５名の方については、節８総合戦略推進

会議謝金で支払うものでございます。まちづくり委員さんだけでは、カバーし切れない部分をカバーしてい

ただくことになっております。次は５０ページでございます。中ほど、項５統計調査費です。目１、統計調

査総務費から５２ページまでありますが、歳入で説明いたしました各種統計調査の委託金に見合う予算を計

上したところでございます。次に１１６ページをお願いいたします。最下段、款１１公債費ですが、長期債

元金１１億８,７４２万８,０００円、長期債利子５,９０９万９,０００円、一時借入金利子を１８７万５,

０００円計上しているところでございます。次のページです。款１２予備費につきましては、前年度と同様

８００万円で計上しております。歳入歳出合計９６億５,３７４万２,０００円となりまして、骨格予算のた

め、前年度と比較して５億４,０３３万円の減額となりました。次は１２４ページでございます。１２４ペ

ージから１３３ページまでに、債務負担行為の調書を付けておりますので、ご覧いただければと思います。

１３３ページで、最下欄中ほどの列当該年度中増加見込み額１,６８１万２,０００円。当該年度中支出見込

み額４億３,８０９万６,０００円となりまして、当該年度末の現在高見込み額が、７億３,１２４万５,００

０円となるものでございます。以上で、企画財政課分の説明を終わります。 

◎議長（徳永 正道君）  総務課長。 

●総務課長（土肥 克也君）  おはようございます。それでは、総務課所管分の説明を行わせていただきます。

まず、９ページをお願いいたします。第２表債務負担行為となります。まず１行目の町長公用車賃借につき

ましては、平成２０年４月に購入した町長公用車の更新を５年間の賃借契約に行うため、賃借契約により行
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うため、平成３２年度から平成３６年度までの賃借料の債務負担行為を設定するものでございます。次の２

行目、庁舎用複合機賃借でございます。庁舎用複合機の複合機につきまして、新たに５年間の賃借契約を行

うため、平成３２年度から平成３６年度までの賃借料の債務負担行為を設定するものでございます。次に１

０ページをお願いいたします。第３表地方債についてでございます。下から３行目の消防施設整備事業につ

きましては、３１年度更新いたします小型動力ポンプ及び積載車、改築する消防詰所の実施設計、消火栓設

置につきましての事業費に起債をするものでございます。次に１６ページをお願いいたします。歳入につい

て御説明申し上げます。下から２枠目の目１交通安全対策特別交付金は、平成３１年度交付見込み額を計上

しているものでございます。次ページ、１７ページをお願いいたします。最上段の目１総務費負担金には、

平成３１年度においても、熊本地震被災自治体への職員派遣を実施いたします。給与に対する負担金を収入

するものでございます。派遣先につきましては、平成２９年、３０年度と同様に、益城町に決定しておりま

す。なお、平成３１年度は、再任用職員を派遣することとしておるところでございます。次に下の枠、最上

段、目１総務使用料は、使用を許可する行政財産の使用料を計上するものでございます。続きまして２０ペ

ージをお願いいたします。最下段、消防費国庫補助金につきましては廃目となるものでございます。次ペー

ジ、２１ページをお願いいたします。最上段、目１総務費国庫委託金の中で、節１総務管理費委託金につき

ましては、自衛官募集事務委託金を平成３１年度交付見込み額で計上するものでございます。次ページ、２

２ページをお願いいたします。２枠目の目１総務費県補助金の説明の欄、権限移譲事務交付金は、平成３０

年度交付実績額を計上するものでございます。次に２４ページをお願いいたします。１枠目の３行目、目７

消防費県補助金には、平成３１年度において、資機材や備蓄品の整備等災害対策に要する費用に対する補助

金を計上するものでございます。下枠の目１総務費県委託金の節４選挙費委託金でございます。平成３１年

度に執行される県議会議員一般選挙及び参議院議員通常選挙に対する委託金を計上するものでございます。

２５ページをお願いいたします。２枠目の目１財産貸付収入、節１土地建物貸付収入では、普通財産の貸し

付け収入を平成３０年度の収入状況により、見込んだ現年度分過年度分をそれぞれ計上するものでございま

す。下の枠、目１不動産売払収入、節１土地建物売払収入におきましては、費目存置とするものでございま

す。２７ページをお願いいたします。最下段、目雑入、説明の欄の下から２行目の雇用保険個人負担金、次

の行の職員健診個人負担金、次ページ、２８ページの最上段、自販機手数料につきましては、平成３１年度

の収入見込みを計上しております。説明の欄４行目の施設光熱水費につきましては、施設の使用に係る光熱

水費を平成３０年度の実績により計上するものでございます。次に２９ページをお願いいたします。最上段、

目５消防債は、先ほど第３表地方債で説明したとおりでございます。では次に、歳出予算の説明に入らせて

いただきます。３０ページをお願いいたします。ここで、まず平成３１年度の職員数について御説明申し上

げます。平成３０年度をもって５名が退職、平成３１年度の新規採用は４名、したがいまして、平成３１年

度の職員数は１名減員の１８４名となるものでございます。また、任期満了となる２名の再任用職員に変わ

り、新たに２名を任用することといたします。なお、平成３１年度においても、被災自治体、県研修、日本

遺産人吉球磨観光地域づくり協議会に１名ずつ計３名を派遣することとしております。これらのことを踏ま

え、各会計、各科目に見込んだ職員給与費を計上するものでございます。それでは、目１議会費について御

説明申し上げます。議会費につきましては、おおむね前年度と同様の予算となっているものでございますが、

次ページ、３１ページの節１３委託料、４行目の議会中継保守委託料につきましては、新ＯＳでのスマート

デバイスに対応したシステムとなるため、７０万４,０００円の増額となっているものでございます。２枠

目の目１一般管理費では、職員配置による給与費の増額、また、３３ページ、３４ページに入りますが、３

４ページ中ほどの節１３委託料、説明の欄の一番下の人事給与システム改修委託料として、平成３２年度か

ら運用することとなる会計年度任用職員の人事給与に係るシステム改修委託料を新たに計上しているもので
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ございます。次ページ、３４ページをお願いいたします。中ほどの目２文書管理費では、平成３１年度は、

ペーパーレス会議システム導入委託料を皆減いたしました。同システムの使用状況による使用料の減額、あ

わせて例規集の冊数を減じたことにより、消耗品費が削減となったものでございます。３６ページをお願い

いたします。目６財産管理費は、目全体では減額となっているものでございますが、次ページ、３７ページ

をお願いいたします。中ほどの節１３委託料、説明の欄の造園管理委託料には、通常の樹木管理に加え、倒

木の恐れが高い旧庁舎の樹木伐採、一行飛びまして、樹木伐採委託料に、町有地法面における倒木の恐れが

高い樹木の伐採委託料を計上したところでございます。また、節１４使用料及び賃借料には、町長公用車リ

ース料を、次ページをお願いいたします。節１５工事請負費では、使用不能の老朽建物３棟の解体、深田西

の迫町有地法面の復旧及び旧岡原中学校高圧受電設備の改修に係る工事請負費を計上し、節１８備品購入費

では、公用車更新基準に基づき、公用車２台の更新に係る購入費を計上しているところでございます。４０

ページをお願いいたします。目９支所費は、支所運営に要する経費を例年と同様に計上しております。目１

０公平委員会費は、前年度と同額となっております。目１１交通安全対策費では、平成３１年度においても、

道路中央線、外則線等の引き直し、カーブミラーの新設・更新を行う工事請負費を計上したところでござい

ます。４１ページをお願いいたします。目１２防犯対策費では、経常経費に加え、節１５工事請負費に通学

路への防犯灯整備費を計上しております。次に、目１３諸費では、説明欄記載の各負担金を計上しておりま

す。前年度より増額となった人吉球磨広域行政組合につきましては、人件費の増により、４７２万７,００

０円の増となったものでございます。目１４基金費の説明の欄、公共施設整備基金積立金は、基金運用収入

を積み立てるものでございます。次に、４８ページをお願いいたします。目１選挙管理委員会費及び目２選

挙啓発費は、毎年、経常的に要する経費でございますが、平成３１年度では、節１３委託料において、開票

支援システムの新ＯＳ及び新元号に対応するため、改修委託料を計上したところでございます。目３参議院

議員通常選挙費、次ページの目４県議会議員一般選挙費、目５町長選挙費、また、次ページ５０ページの目

６町議会議員補欠選挙につきましては、それぞれ選挙執行に要する経費を計上しております。なお、参議院

議員通常選挙費県議会議員一般選挙費においては、全額県委託金を充てるものでございます。５２ページを

お願いいたします。中ほどの目１監査委員費は、昨年度と同様の運営内容で必要経費を計上しております。

次に９６ページをお願いいたします。消防費でございます。目１消防総務費は、説明欄記載の負担金を計上

するものでございます。なお、上球磨消防組合負担金が４,８１５万１,０００円の減額となりました。これ

は、平成３０年度においての新庁舎建設に係る整備負担金４,７８１万７,０００円であったのに対しまして、

平成３１年度は１６２万９,０００円と大きく減少したことによるものでございます。次に、目２非常備消

防費につきましては、基本団員６４０名の報酬と例年消防団活動に要する経費を計上し、当該経費につきま

しては、平成３１年度での大きな変動はございません。ただし、平成３１年度は、節１５、節１８です。失

礼しました。備品購入費において、小型動力ポンプ１台、普通積載車２台、軽積載車２台を更新することか

ら、約１,９００万円の増額となるものでございます。９７ページをお願いします。目３消防施設費では、

当初予算での施設整備費の計上はございません。前年度に比較して、大きく減少したものでございます。な

お、当初予算では、詰所改築１カ所に係る実施設計に係る委託料を計上したところでございます。目４防災

管理費では、球磨川水系防災減災ソフト対策等補助金を活用して、防災対策用資機材を備蓄品、機械借上料

やデータ放送使用料を計上しております。次に、９８ページになりますが、節１５工事請負費には、新たに

指定避難場として、指定を予定しております深田定住センターへの通信回線接続工事請負費を計上しており

ます。最後に給与費明細につきまして御説明いたします。１１８ページでございます。ここからが、給与費

明細となるものでございます。まず、特別職につきましては、本年度、前年度のそれぞれに職員数、給与費、

共済費合計を記載するものでございます。比較の欄におきまして、前年度との比較を示すものでございまし
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て、まず町等におきましては、教育長が特別職になったことから、職員数が１増、給与費につきましても、

教育長に係る分が増額となったものでございます。また議員におきましては、欠員の期間を算定しておりま

す関係上、減額となっておるところでございます。その他の特別職につきましては、報酬の額８８６万７,

０００円の増となっております。この主な要因といたしましては、農業委員に対する報酬が５２６万９,０

００円。農林業センサスを行います調査員報酬が２１５万７,０００円。これらが、増となった要因でござ

います。１１９ページをお願いいたします。ここからが、一般職の給与費明細示すものでございます。まず

総括につきましても、本年度と前年度示し企画を示しているものでございます。職員数につきましては、一

般会計では２人の減員となるものでございます。給与費、共済費につきましては、比較の欄に示すとおりで

ございます。下の表につきましては、職員手当につきまして、それぞれの手当項目ごとに内訳を示すもので

ございます。時間外手当、比較の欄１,３５４万５,０００円の増となっております。これは、先ほども説明

をがありましたとおり、選挙を執行いたします。それに係る時間外手当を計上したものでございます。次に

１２０ページにつきましては、今回、比較の欄に示した給料及び職員手当の増減額の明細を示すものでござ

います。給料につきましては、１３４万４,０００円の減となっております。事由別内訳といたしましては、

平成３０年度に実施いたしました給与改定に伴う増分が、２８５万１,０００円昇給に伴う増、その他の減

をそれぞれ記載しております。次に職員手当につきましては、制度改正に伴う増減分またその他の増減分を

それぞれ区分し、内訳を示しております。制度改正につきましては、勤勉手当の支給率が０.０５月プラス

となったもの。また宿日直手当の改定によるものでございます。その他増減分は、それぞれ項目ごとに額を

示すものでございます。次に１２１ページになります。ここでは、給料及び職員手当の状況を示しておりま

す。平成３１年、平成３０年それぞれ４月１日現在の平均給料、平均給与、平均年齢を示すものでございま

す。下表につきましては、初任給の規定を示しております。国の制度と同一となっているなっているもので

ございます。１２２ページは、等級別職員数をそれぞれの年度の初日を比較するものでございます。１２３

ページをお願いいたします。ここからは、期末手当、勤勉手当の支給期別・支給率を示すものでございまし

て、これにつきましても、昨年度改定により、支給率が増となったものでございます。中ほどの表につきま

しては、ここで１点、修正をお願いいたします。定年退職及び勧奨退職にかかる退職手当と記載しておりま

すが、正しくは、定年退職及び応募認定退職にかかる退職手当でございます。大変失礼いたしました。退職

手当の支給率等を示しておるところでございます。国の制度と同様となっております。最下段の表は、その

他の手当、扶養手当住居手当につきましての国の制度との移動を示すもので、国と同じとなっているもので

ございます。以上、総務課所管分の説明を終わります。 

◎議長（徳永 正道君）  会計管理者。 

●会計課長（田中 伸明君）  はい。それでは、会計課所管分につきまして御説明を申し上げます。歳入から

です。２５ページをお願いいたします。中ほどの目２利子及び配当金ですが、各基金の利息収入を計上して

おります。平成３１年度におきましては、４,５３８万４,０００円の運用益を見込んでおりまして、各基金

の現在高の割合で案分したものを計上しております。なおこれは、特別会計の基金についても同様でござい

ます。次に、２７ページをお願いいたします。２枠目の目１町預金利子ですが、歳計現金及び歳入歳出外現

金の利息収入を計上しております。当面、日銀による金融緩和政策が継続され、低金利が続く見通しでござ

いますので、平成３０年度の実績見込みにより計上しております。次に一番下の目３雑入の説明欄の一番上、

各種保険料控除事務手数料ですが、これは、職員の給与から控除しております生命保険料等の事務手数料と

して、保険会社から受け入れているものでございます。続きまして歳出になります。３３ページをお願いい

たします。款２総務費の目１一般管理費の予算となりますが、節１１需用費の消耗品費３３９万６,０００

円のうち１２０万円。それと、印刷製本費９７万４,０００円のうち６２万８,０００円が、会計課で所管し
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ております用度管理分として計上しております。次に３５ページをお願いいたします。目５会計管理費です

が、会計事務全般にかかわる予算となります。主な予算といたしましては、職員の人件費のほか、次のペー

ジになりますが、節１２役務費の口座振替手数料、それから窓口収納手数料としまして、各種税金等の収納

にかかわる金融機関の手数料を計上しております。それから、節１９負担金補助及び交付金としまして、指

定金融機関から、会計課窓口に派遣されております職員の人件費負担金を計上しております。会計課所管分

につきましては以上でございます。 

◎議長（徳永 正道君）  教育課長。 

●教育課長（木下 尚宏君）  おはようございます。それでは教育課所管の当初予算について説明を申し上げ

ます。９ページをお願いいたします。第２表債務負担行為でございます。一番下になります。あさぎり中学

校の複合機賃借につきまして、更新時期が来ておりますので、お願いするものでございます。期間は、平成

３２年度から３６年度までとしております。次のページをお願いいたします。第３表地方債になります。下

から２行目、学校施設整備事業。これにつきましては、岡原小学校の消火用水槽改修、野外トイレ新設、空

調設備改修。それから、深田小学校の空調設備の改修、給食センター空調設備改修工事の借り入れを計画し

ております。その下、社会教育施設整備事業でございます。免田総合グラウンドの照明設備、更新設計委託、

公民分館設計委託に係る起債を予定しているところでございます。１７ページをお願いいたします。歳入で

ございます。上の枠の一番下になります。目４教育費負担金でございます。日本スポーツ振興センター負担

金といたしまして、小学校・中学校にそれぞれ計上しております。学校の管理下におきます児童生徒の災害

に対する互助共済制度の負担金でございまして、国町保護者の三者で負担することとなっております。その

中の保護者負担分を計上しております。１８ページをお願いいたします。上の枠、目７使用料でございます。

教育課が管理しております節１の学校施設使用料から、節５の給食センター施設使用料までの使用料見込み

額を計上しております。節４教職員住宅使用料につきましては、岡原２棟、深田３棟分となります。２４ペ

ージをお願いいたします。上の枠、一番下になります。目８教育費県補助金でございます。水俣に学ぶ肥後

っ子教室補助金は、小学校５年生を対象とした環境学習。水俣市への訪問学習を実施しておりますけれども、

そのバス借上料に対する県の補助金を計上しております。次に、地域学校協働活動推進費補助金につきまし

ては、中学生を対象に実施しております学習会、地域未来塾事業分と３０年度から学校運営協議会を設置し

ておりますけれども、その活動の推進役を担っていただく、地域学校協働活動推進員に係る経費との合計５

４万６,０００円を計上しております。２７ページをお願いいたします。一番下の枠、目３雑入でございま

す。説明欄の３行目、英会話教室参加料として９万円を計上しております。次のページをお願いいたします。

２行目に記載しております太陽光発電売電収入。これにつきましては、小学校に設置しております。太陽光

発電の売電分を近年の実績に合わせまして計上しております。町債につきましては、第３票地方債で説明し

たとおりでございます。歳出に移ります。 

◎議長（徳永 正道君）  教育課長。すいません。説明の途中ですが、ここで１０分間休憩いたします。 

 

休憩 午前１０時５６分 

再開 午前１１時０６分 

 

◎議長（徳永 正道君）  休憩前に引き続き会議を開きます。教育課長。 

●教育課長（木下 尚宏君）  それでは、歳出のほうを説明いたします。９８ページになります。２枠目、目

１の教育委員会費１００万３,０００円でございます。教育委員の皆様の活動経費などを計上しております。

３１年度におきましては、隔年開催となっております。九州地区の教育委員研修がございますので、その分
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が幾分増額となっているところでございます。その下、目２の事務局費でございます。ここでは、教育長と

学校教育担当職員、指導主事を含む人件費などを計上しております。次のページをお願いいたします。中ほ

どの節１９負担金補助及び交付金で、日本スポーツ振興センター負担金として計上しております。歳入で説

明いたしましたとおり、学校管理下における児童生徒の災害見舞金制度負担金を支出するものでございます。

目３教育振興費５,７００万円でございます。節１報酬の中に、外国青年報酬、ＡＬＴ３名分の報酬となり

ます。それから、非常勤職員としての英語サポーター、それから、教育審議員の報酬を計上させていただい

ております。次のページをお願いいたします。１３節委託料の一番上になります。設計委託料につきまして

は、町単独で行う修繕や工事の設計を委託するものでございます。３行下の奨学金管理システム保守委託料

につきましては、元号改正による改修を含む改修費を含んでの計上となっております。１４節使用料及び賃

借料でございますけれども、学校の公務用端末などの関係使用料を計上しているところでございます。３行

目、公務用シンクライアント利用サービス利用料につきましては、先生方が、使用されるパソコン１４０台

分の経費となります。下から５行目、学校ＩＣＴ機器リース料につきましては、２９、３０年度に更新しま

した電子黒板関連のリース料でございます。節１９負担金補助及び交付金でございますが、次のページをお

願いいたします。上から５行目、子供育成奨励金でございます。スポーツ文化の九州大会以上に参加します。

１８歳以下の児童生徒に大会参加料、交通費などにかかる経費に対しまして補助交付しているものでござい

ます。節２５積立金でございますけれども、歳入でありました基金利子分と基金利子分の積立金を計上して

いるところでございます。目４教職員住宅費でございます。岡原２棟、それから深田３棟、計５棟の教職員

住宅の維持管理費として計上しております。小学校費、目１学校管理費１億７,００１万８,０００円でござ

います。町内小学校５校分の管理運営費を計上しております。節１報酬に特別支援教育支援員の１２名分を

計上しております。近年、支援を要する児童が増加傾向にありまして、２名増員しまして対応に当たること

としております。その下、学校運営協議会委員報酬ですけれども、各学校に３０年度から設置いたしました

学校運営協議会の委員、それぞれの学校７名の年間４回開催分の報酬を計上しております。次のページをお

願いいたします。節１２役務費、下から４行目になります。遊具診断手数料につきましては、２年に１度の

各学校の遊具を点検し、安全に努めているところでございます。節１３委託料につきましては、児童の体力

知能テスト関係、教諭・児童の健康検診関係、学校用務業務図書司書の業務の委託関係、それから施設に係

ます管理業務などの委託料を計上しております。次のページをお願いいたします。節１５の工事請負費につ

きましては、岡原小学校の消火用水槽改修、野外トイレの新設、空調設備改修、深田小学校の空調設備改修

などを予定しております。節１７公有財産購入費ですが、こちらは、深田小学校の普通教室の黒板入れかえ

の購入費用として計上しております。節１８備品購入費につきましては、深田小学校の放送設備更新１９４

万４,０００円が主なものでございます。次に、中学校費、目１学校管理費でございます。あさぎり中学校

の管理運営費となります。節１の報酬には、小学校同様、２名の特別支援員教育支援員報酬と学校運営協議

会委員の報酬を計上しております。節８報償費におきましては、本年度も心の教室相談員としての謝金を計

上しております。次のページをお願いいたします。一番下の節１３委託料につきましては、小学校と同様、

生徒の体力知能テスト関係、教諭・生徒の健康検診関係、それから学校用務業務図書司書補業務の委託関係、

施設に係る管理業務などの委託料を計上しております。１０５ページをお願いいたします。説明欄の上から

６行目、芝管理委託料につきましては、３０年度予算から約１５０万円の減額計上としております。節１５

工事請負費につきましては、管理棟正面玄関の照明器具更新工事を計上しているところでございます。節１

８備品購入費ですが、主なものといたしまして、音楽関係での管楽器３台を購入することとしております。

目２スクールバス運行費でございます。遠距離通学児童生徒の通学負担緩和のために計上しております。３

１年度におきましては、皆越区の小学生１名と須恵深田両地区、中学生４８名の利用申請があっているとこ
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ろでございます。次のページをお願いいたします。下の枠、生涯学習費の目１生涯学習総務費でございます。

ここでは、社会教育委員関係経費と社会教育担当職員の人件費が主な経費となっております。次のページを

お願いいたします。節１９負担金補助及び交付金のほうには、各種社会教育団体への補助金といたしまして、

６１２万５,０００円を計上しているところでございます。目２公民館費２,７０６万６,０００円でござい

ます。ここでは、公民館活動やせきれい館の維持管理費を計上しております。節１報酬で、公民分館長報酬、

節８報償費での講師謝金８万１,０００円は、地域未来塾の講師料、それから地域学校協働活動推進員の謝

金を計上しているところでございます。失礼いたしました。講師謝金８１万円になります。失礼いたしまし

た。節１１需用費の一番下になります。修繕料につきましては、せきれい館の街灯修繕などを行うこととし

ております。次のページをお願いいたします。節１３委託料、上から３行目、設計委託料でございますけれ

ども、二つの行政区の公民分館建設設計委託を行うこととしております。２行下、施設管理委託料でござい

ますが、せきれい館の図書館及び夜間の管理費といたしまして、シルバー人材センターへ委託するものでご

ざいます。１９節負担金補助及び交付金の一番下になります。公民分館等施設整備補助金につきましては、

各公民分館におきます畳の表替え、トイレ改修など、３１年度につきましては、６つの公民分館の次整備事

業が計画されているところでございます。目３文化財保護に保護費になります。節１報酬では、文化財法審

議会委員の報酬を計上しております。次のページをお願いいたします。節１３委託料の２行目になります。

清掃委託料は、丸池リュウキンカ公園ほか、町所有文化財の清掃委託料でございます。目４文化ホール運営

費でございます。文化ホールの維持管理費用といたしまして計上しております。節１３委託料は、一番上の

施設管理業務委託料ほか、文化ホールに係る設備、清掃、点検、管理関係の委託料を計上しております。次

のページをお願いいたします。下から２行目、自主文化事業委託料でございますけれども、３１年度におき

ましては、５月に子供向けの演劇、アウトリーチ事業委託料を含めまして、三つの事業を計画しているとこ

ろでございます。節１５工事請負費につきましては、消防設備と舞台設備の修繕工事を予定しているところ

でございます。いずれも、点検結果で指摘を受けたものでございます。目５の図書館費でございます。節１

報酬では、生涯学習センター図書館におきまして、非常勤職員１名を配置させていただいております。また、

週３日、火・木・金曜日につきましては、夜間の開放を実施しておりますけれども、シルバー人材への業務

委託料として、節１３に施設管理委託料を計上しているところでございます。次のページをお願いいたしま

す。目６生涯学習センター事業費でございます。生涯学習センターの維持管理費を計上させていただいてい

るところでございます。次のページをお願いいたします。目１保健体育総務費でございます。ここでは、ス

ポーツ推進委員に関する費用、それから体育振興担当職員の人件費、各種体育関係補助金を計上しておりま

す。節１の報酬ですけれども、スポーツ推進委員報酬、小学校児童社会体育に関する検討委員会報酬を計上

しております。節１９負担金補助及び交付金におきましては、体育協会への補助金、球磨川幸福マラソン大

会への補助金を計上しております。次のページをお願いいたします。目２体育施設費４,２０１万５,０００

円でございます。町が、管理しております体育施設の維持管理費に係る経費を計上しております。節１３委

託料の一番上、設計委託料は、免田総合グラウンドの照明設備更新設計委託料となります。その下、樹木伐

採委託料につきましては、上総合運動公園テニスコート南側の伐採経費を計上しております。次のページを

お願いいたします。一番上になります。森園カントリーパーク管理委託料として５２８万円。一番下になり

ますけれども、施設維持管理作業員派遣業務委託料。現在、作業員４人の方に体育施設、それから学校施設

を維持管理していただいている経費となります。節１８備品購入費、これに関しましては、小学校運動部活

動社会体育移行に伴いまして、その受け皿になりますジュニアスポーツクラブ等の活動支援の一環といたし

まして、３０、３１年度で、社会体育施設備品の充実を図ることとしております。主なものといたしまして、

ＡＥＤを３カ所、トランポリン器具一式などを整備する予定としております。目１給食センター運営費１億
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１,９８６万５,０００円でございます。ここでは、給食センターの担当職員の人件費、維持管理経費を計上

しております。３１年度におきましても、約１,５００食を提供していく計画でございます。次のページを

お願いいたします。節１１需用費の上から２行目になります。燃料費についてですが、ボイラー重油単価の

上昇と使用料の増加に伴いまして、前年度から１６０万円ほどの増額計上となっております。節１３委託料、

上から５行目になります。１名の栄養士を含みます２０名の給食調理運搬業務委託料でございます。また、

植物アレルギーのある児童生徒に対しましても、対応食を調理していただくこととしております。節１５工

事請負費につきましては、事務室及び調理員の休憩室などの空調設備改修工事を計画しているところでござ

います。以上、教育課所管の説明を終わります。 

◎議長（徳永 正道君）  追加説明ありませんか。説明が終わりましたのでこれから質疑を行います。質疑は

各課ごとに行っていきます。それで質疑それで質疑が足りないようであれば、一括で質疑をしていただく時

間を設けたいと思います。まず、総務課及び会計課について質疑ありませんか。小見田議員。 

○議員（１１番 小見田 和行君）  １１番です。１点お伺いいたします。ページ４２ページでございます。

目１５番地域情報通信基盤整備推進事業についてお尋ねいたします。光ファイバー設備保守委託料へ１,２

２６万７,０００円計上でございますが、この事業におきまして、大体加入者数はどれだけで、 

◎議長（徳永 正道君）  小見田議員。企画財政課所管になるそうです。今の。 

○議員（１１番 小見田 和行君）  そうですか。後で。 

◎議長（徳永 正道君）  はい。ほかにございませんか。難波議員。 

○議員（２番 難波 文美さん）  ２番難波です。総務課にお尋ねいたします。２１ページそれと３４ページ

に関連している項目でございますが、２１ページの自衛官募集事務委託金というものが２万円ございます。

そして３４ページのほうでは自衛官の研修ということで１万円、非常に少ない金額ではございますけれども、

この自衛官の募集もですね委託金、どのような取り組みをされているのか、それから研修費研修というのも、

一体どのようなものがあるのかお知らせください。 

◎議長（徳永 正道君）  総務課長。 

●総務課長（土肥 克也君）  はい、この自衛官募集事務委託金につきましては、自衛隊法に基づきます法定

受託事務で行っているものでございます。その事務の内容といたしましては、自衛官を募集するにあたって

のホームページでの試験の紹介であったり、また家族会の方々に対する郵送料であったりというものに使用

しているものでございます。歳出の中で研修を今年度３１年度は組ませていただきました。これにつきまし

ても、これは担当者が行く研修になるものなんですが、実際自衛隊の活動等を見学研修することでより募集

事務につなげていくということになっているものでございます。 

◎議長（徳永 正道君）  難波議員。 

○議員（２番 難波 文美さん）  はい、わかりました。日本のですね防衛省が平成２９年に防衛白書で出し

ております自衛官の人数というのが充足率９０.８％でございまして、もう世界一高齢の軍事ではございま

せんけどそういう組織ということで、世界には認知されております。募集のですね平均現在の平均年齢は３

５.６歳、これは今の自衛官の平均年齢ですね。定員が２４万７,０００人欲しいところが２２万ほどしかい

ないというところで、私たちの安全安心な暮らしをですね守ってくれる非常に大切な仕事をされているこの

自衛官のシステム、非常に少ない金額でございますけれども、この町内のですね子供たちにもこういう大事

な仕事があるというところですね周知させられるように、ホームページそのほかいろいろな広報紙とかでも

ですねアピールする、そういう場面を設けていただければというふうに思います。 

◎議長（徳永 正道君）  総務課長。 

●総務課長（土肥 克也君）  はい、引き続き募集事務を続けさせていただきます。３０年度におきましては
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ポッポー館におきまして、自衛隊の活動紹介というコーナーを常設で展示させていただきました。そのよう

な中身もまた充実したり見直し見直しというか内容を変えたり継続して進めていきたいと考えております。 

◎議長（徳永 正道君）  いいですか。ほかにございませんか。市岡議員。 

○議員（１番 市岡 貴純君）  １番市岡です。２点お尋ねいたします。ページ３８ページの財産管理で１点

とページ４０ページの交通安全対策が１点です。まず３８ページになります。１番上の１５工事請負費、工

事請負費ですけれども、こちら７８８万８,０００円、これに関しまして解体カ所がございますということ

で、そのカ所４カ所の御説明ですかね、そちらの場所っていいますか、予定場所をお伝えくださいと、もう

１点４０ページになります。４０ページも、こちら工事１５の工事請負費ですけれども、こちらは昨年度白

線等８キロ、また、すいません。白線等点線で８キロ、線で４キロ後カーブミラー等とございましたが、実

際ですね、町内こう回ってみますと、まだまだ有線でやってもらいたいというような思うカ所が多々ござい

ます。今回のまず予定では、大きなところに予定がございましたらお伝えいただきたいと思います。以上２

点です。 

◎議長（徳永 正道君）  総務課長。 

●総務課長（土肥 克也君）  まず１点目の御質問の工事請負費に計上しておる解体する建物でございますが、

１棟目は旧皆越分校にあります。旧教職員住宅でございます。老朽化による、今使用がなされていないとい

うものでございまして、これを取り壊すこととしております。次に２棟目ですが、これは東庁舎の北側の駐

車場に貸し付け住宅を設置しておりました。これにつきましても使用不能ということで解体いたします。解

体する棟数は３棟でございます。最後に宮川内公園の前に公衆トイレを設置しておりました。これにつきま

しても老朽化が著しいということで解体を行います。２点目の交通安全施設としての白線等の整備なんです

が、今回白線等につきましては４００万の予算を計上しております。主にセンターラインがやはり１番重要

であるということで考えております。当然センターラインのない道路の外側線も必要に応じて整備していき

たいと思います。まだ具体的にどの路線というものはありませんが、毎年、学校、ＰＴＡ、地域の方で行っ

ていただいております通学路点検であったりの内容を精査して優先度を判断しながら、施行していきたいと

考えているところでございます。以上です。 

◎議長（徳永 正道君）  市岡議員。 

○議員（１番 市岡 貴純君）  はい、１点目につきましてはわかりました。今後もですね町の所有物の老朽

化、至るところにあるかと思いますので、優先していって解体のほうをお願いしたいと思います。２点目の

交通安全対策、やはり地域もですね子供たちも大事ですし、町民の方お年寄りの方もたくさんいらっしゃい

ます。日ごろ歩いて通られる方とかの支障にきたすような場所があればまずはそこを優先的にお願いしたい

と思います。以上です。 

◎議長（徳永 正道君）  永井議員。 

○議員（９番 永井 英治君）  はい、９番です。ページを３７ページの委託料で、真ん中からちょっと下に

樹木伐採委託料とあります。説明におきましては町有地の倒木の恐れのある木の伐採ということではござい

ましたけれども、町有地といいますか今の町が持っている町が持っている土地のですねいろいろな木もう何

百、まあ大変なたくさんの木があると思います。そういったところの状況はどんなものでありますか。 

◎議長（徳永 正道君）  総務課長。 

●総務課長（土肥 克也君）  はい、町有地の流木、樹木についてですが、今年度の台風によりかなりの倒木

が発生いたしました。それによって町有地の樹木が倒れた、またはちょっと傾いたというものが多く判明し

たっていうか起きたところでございます。ですが、すべての町有地について今の現状を把握している段階で

はございません。今回、当初予算に上げさせていただきましたのは、これにつきましても、昨年の台風によ
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って倒れ、また大きい木が傾いているところでございます。下のほうには民家がございますので、その民間

の方への、影響をなくすということから、３１年度に伐採を行うものでございます。 

◎議長（徳永 正道君）  永井議員。 

○議員（９番 永井 英治君）  はい、わかりました。今はですねそういった台風とかの影響で倒木の恐れが

あるということですけれども、ここ数年よその大きなところで本当にあの大きな木が倒れて、実際被害が出

たりしてるところがございますよね。もう町が所有している木を全部例えば樹木医に診断してくださいと。

そういったことも恐らく無理な部分無理なことであろうと思いますけれども、そういったところでですね職

員さんなり、町民の方なりですね、ここはちょっと危ないですよとかいうような苦情とかそういった話があ

ればですねすぐ対処していただくようにほんとに思いますけれども、いかがですか。 

◎議長（徳永 正道君）  総務課長。 

●総務課長（土肥 克也君）  はい、区長の皆様がた等から通報といいますか、そういうものがありましたら

即現場の確認を行いまして、速やかな対応等を図っていきたいと考えております。 

◎議長（徳永 正道君）  ほかにございませんか。久保議員。 

○議員（５番 久保 尚人君）  はい、５番久保です。質問は９ページと１３３ページになります。町長公用

車賃借というところで、ほかの車はおおよそ公用車としたら購入ではありますが、この町長公用車に関して

は賃借ということで、これは何か優位になるとか、そういうことが理由があるということでしょうか。 

◎議長（徳永 正道君）  総務課長。 

●総務課長（土肥 克也君）  はい、現在公用車につきましては、ほとんどが購入というもので扱っていると

ころでございます。今回町長公用車につきましては、平成２０年４月に１６年式いわゆる中古を購入して運

行を行ってまいりました。今回更新をさせていただく経費を計上しているんですが、近隣の町村等も確認い

たしましたところ、やはりリースでの対応が多くとられております。すべてではございませんが、そういう

ケースがありました。特にリースの場合でありましたら、通常の経費等っていいますか車検等につきまして

もきちっと対応でしていただきますので、そのあたりの経費も考えたところでございます。ということで、

今回は５年間のリースを行いまして、その後また再リースでうちの公用車の基準にのっとった更新を行って

いくということにしたところでございます。 

◎議長（徳永 正道君）  久保議員。 

○議員（５番 久保 尚人君）  特別有利とかそういうのはないと、周りを見て決められたということですが、

これは。そしたら次町長が新しくなるわけですけれども、その方の意向で例えば環境に優しい車を入れると

か、もしくは威厳が必要やから大きいでかい車がいいとかそういう意向が町長の意向が十分反映されるよう

な形の選定になってくるのですか。 

◎議長（徳永 正道君）  総務課長。 

●総務課長（土肥 克也君）  はい、町長の意向をが反映されるとすべてが反映されるものではございません

が、やはり町長が公用でそれぞれ乗っていく公用車でございますので、それ相応の車ということでは考えて

いるところでございます。ただ、購入賃借その車両を決定する際には、やはり町長の意向といいますか考え

も尊重しながら進めていくということになろうかと思います。 

◎議長（徳永 正道君）  久保議員。 

○議員（５番 久保 尚人君）  はいわかりました。それでは執行部と町長の良識ある判断にお任せするとい

たします。よろしくお願いします。 

◎議長（徳永 正道君）  ほかにございませんか。溝口議員。 

○議員（１４番 溝口 峰男君）  ９７ページの消防詰所の設計が今度出てるようですけれども、どこでしょ
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うか。そしてなおかつ、敷地があればですね、私はもう平屋がいいんだというふうに思うんですけれども、

どういう、２階建てなのか平屋なのか。そしてこのたくさんの詰所があるんですけれども、建てかえる場合

の優先といいますかね申し込み順なのか、あるいはどういう選定でされているのかちょっとお伺いいたした

いと思います。 

◎議長（徳永 正道君）  総務課長。 

●総務課長（土肥 克也君）  はい、当初予算で消防詰所の建てかえにつきましての設計を計上しております。

今回予定しておりますのは、第３分団２部、行政区で申し上げますと今井区になるものでございます。ここ

につきましては、今回公民館用地としてかなり広い用地を確保をしておりますので、その敷地内に建築を予

定しているものでございます。ということですから、平屋になろうかと思っているところでございます。こ

れにつきましても、やはり消防団員との協議は行いながら進めてまいります。次に、消防詰所の建てかえの

基準といいますか取り扱いについてですが、これはやはり老朽化というものが最も優先するものでございま

す。それに合わせて、やはり今活動に対する人員不足ということでいろんな課題が見えております。ですか

ら再編等も協議を深めながら進めておりますので、その再編の際に必要な詰所であったり、そういうものが

要因となろうかと思っております。要望等も要望があった順というものではございません。やはり現在の状

況等を十分に踏まえながら優先度は判断しているところでございます。以上です。 

◎議長（徳永 正道君）  いいですか。ほかにございませんか。皆越議員。 

○議員（１０番 皆越 てる子さん）  はい、１０番皆越です。１１９ページのですね、特殊勤務手当という

のが１３万ほど多くなっておりますけれども、対象者はどういった方に支払われるものかちょっとお尋ねし

たいんですけど、それとですねその他のこれはページがまた変わりますけれども、その他の手当ですね、扶

養手当住居手当は記載されておりますけれども、通勤手当という欄がないんですけど、説明をお願いしたい

と思います。 

◎議長（徳永 正道君）  総務課長。 

●総務課長（土肥 克也君）  まず特殊勤務手当につきましては、救護施設の勤務、職員に対する手当でござ

います。これにつきましても宿日直違いますね、失礼しました。救護施設に勤務する職員に対する勤務手当

でございます。また、その他の手当の表記が扶養手当と住居手当しかないという御指摘でございますが、通

勤手当につきましても国と同様の制度で扱っているところでございます。以上です。 

◎議長（徳永 正道君）  皆越議員。 

○議員（１０番 皆越 てる子さん）  それはわかるんですけども、この１２３ページを見てみますと、ちょ

っと扶養手当と住居手当が記載されてあとないもんですからその辺のところちょっと確認したかったもんで

すからお願いします。 

◎議長（徳永 正道君）  総務課長。 

●総務課長（土肥 克也君）  はい、この欄につきましては、ずっとこういう形で表示表記そうさしていただ

いているところでございます。職員に対する手当はそのほかにもございます。そこの表示の仕方につきまし

ては、これ地方自治法の施行令に定めてある様式でございますので、その法令の中での要領等も再度確認を

してお示しするべきものは示したいと考えております。 

◎議長（徳永 正道君）  ほかにございませんか。小出議員。 

○議員（６番 小出 高明君）  はい、６番小出です。９６ページです。消防についてですが、団員数が６４

０名いうことで、人吉球磨の中で１番大きい組織本当に頼もしく思いますが、最近防災士の組織ができ出前

講座等の計画も新聞に載っていたわけですが、私そういった消防団と防災士の組織のできる範囲といいます

か、そういった領域、線引きをはっきりと明確に区別すべきと思いますが、その点できているのかお尋ねし
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たいと思います。 

◎議長（徳永 正道君）  総務課長。 

●総務課長（土肥 克也君）  まず、消防団につきましては、やはり消防団組織法またはうちの条例規則等に

基づいて消防活動業務を行っているものでございます。一方、防災士の方々にあっては、やはりその役割は

防災の知識意識の高さを使って地域の防災力を上げていただくというもので、防災のリーダーとなっていた

だく方と認識しております。ですから、消防団と防災士につきましては、全くもってその求められる役割は

違うというもので私は認識しておるところでございます。ですが、このように防災について対策を講じてい

く現状にあっては、立場、役割は違えどやはり防災に向けて意識を統一して、地域の防災力をには連携させ

ていただきたいと思っているところでございます。 

◎議長（徳永 正道君）  小出議員。 

○議員（６番 小出 高明君）  はい、あさぎり町には先ほど言いました６４０人の団員もいますし、また別

に機能別消防とか地域のですね自主防災組織もありますので、そういったの消防消防団の団員がですね、や

る気の低下にならないように十分な配慮というのも必要かと思いますので、その点よろしくお願いしたいと

思います。 

◎議長（徳永 正道君）  ほかにございませんか。森岡議員。 

○議員（７番 森岡 勉君）  ７番、森岡でございます。ページはですね９８ページだったろうと思いますけ

れども、備品購入費の８４０万８,０００円の中に、災害時の非常用の備品の購入はこの中から充てられて

いたんでしょうか。 

◎議長（徳永 正道君）  総務課長。 

●総務課長（土肥 克也君）  はい、御質問のとおりこの中で災害対策用の備品を購入することとしておりま

す。 

◎議長（徳永 正道君）  森岡議員。 

○議員（７番 森岡 勉君）  内容がわかりましたらちょっと、大体でございますけれども、わかりますでし

ょうか。 

◎議長（徳永 正道君）  総務課長。 

●総務課長（土肥 克也君）  はい、主なもの示させていただきます。まず、毎年計画的に購入を進めており

ますＬＥＤのバルーン投光器、また発電機、避難場で使うことを想定する仕切りテント計画しております。

また、これは水防に関する補助事業を使うことにもなりますので、水防団員、消防団員でございますが、消

防団員の活動時、水防用に雨合羽というものを３１年度から購入していきたいと考えているところでござい

ます。はい、主な備品購入費で整備するものは以上のとおりでございます。 

◎議長（徳永 正道君）  森岡議員。 

○議員（７番 森岡 勉君）  はい、それの分はわかりましたけれども、あと私が肝心なのをお聞きしたかっ

たのは食料品関係でございますけれども、食品関係の中で、特に今、小さなお子様お持ちの方々が避難され

たときに、日本の場合は、まだ液体ミルクがなかったんですよね。今までは粉ミルク等でやるわけですけれ

ども、電気が来ないお湯がわかないっちゅう状態ではできないので、液体ミルクで対応できるようなそうい

った材料を準備いただけないかっていう趣旨の質問をしたいわけでございますけれども、これはですね３月

５日の日に国のほうがですね、これの食品衛生法の改正がなされまして、あわせて食糧庁の表示基準に基づ

きまして、乳製品の代替として使われるというようなことになりましたもんですから、そういったところを

ですね日本の製造会社２社がつくるということになっておりますけれども、こういったところも含めたとこ

ろでそういった液体ミルク関係も備品として備えていくんだなと思いましたもんですから、そういったこと
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ができるんであれば対応はどうかお尋ねしたいと思います。 

◎議長（徳永 正道君）  総務課長。 

●総務課長（土肥 克也君）  はい、先ほどは備品購入ということでお尋ねでしたので内容を答弁させていた

だきました。３１年度につきましても、避難場で使用する、食料等の備蓄も整備することとしております。

これにつきましては、前のページ９７ページになりますが、この中での、消耗品費で整備をいたします。た

だ、今議員がおっしゃった液体ミルクにつきまして現時点での計画は持っておりません。そういう法の改正、

または、内容等を精査の上、変更するものも可能なことはありますので、県の担当者等々と補助内容を精査

しながら進めさせていただきます。 

◎議長（徳永 正道君）  ほかにございませんか。次に、企画財政課分について質疑を行います。質疑ありま

せんか。小見田議員。 

○議員（１１番 小見田 和行君）  はい、１１番です先ほどは失礼しました。４２ページのですね、光ファ

イバーの地域情報通信基盤整備推進事業でございます。これにおきましては光ファイバー貸付収入が２,３

５２万８,０００円収入として予算化されておりまして、光ファイバーの設備保守委託料１,２２６万７,０

００円、この保守点検のですね、実務はどういうことが具体的になされるのか、それから今この光ファイバ

ーを使ってですね、業者と契約しましてインターネット等の契約がございますが、加入者数とその年間の使

用料の合計は幾らぐらいなのか、そしてこの業務におきましてのですね収支状況を御存じならば説明願いた

いと思います。 

◎議長（徳永 正道君）  企画財政課長。 

●企画財政課長（片山 守君）  はい、光ファイバー関連の保守の件でございます。光ファイバーの保守につ

きましては、平成２０年度に情報通信整備で整備した光ファイバーの保守管理をするということになってお

ります。定期的な保守点検業務としましては、発電機の点検、   機関の点検、非常用の電池の点検とか

ですね、そういったものと、緊急な緊急対応業務ということで、重大なネットワークの機器設備電源設備の

故障した場合の対応等をしていただくということと、地上デジタル再放送設備の保守管理も行っていただく

のとＩＰ告知システムの保守業務ということで三つの部分をしていただくようになっているものでございま

す。それと、収入の件でございますが、現在光ファイバーの使用料につきましてはあさぎり町の場合税込み

の４,６４４円となっております。現在接続世帯数が１,３５０と聞いておりますので、１２カ月をかけて約

７,５００万の収入があるのかなというふうに感じているところでございます。それから、その収支に関し

てはですね、民間企業でもありまして調査をしておらないところでございます。以上です。 

◎議長（徳永 正道君）  小見田議員。 

○議員（１１番 小見田 和行君）  大体収入が７,０００万を超えるという収入で、また光ファイバーの貸

付収入、光ファイバーの保守点検委託料も入ってのことかと思いますけど、結局あの収支がなかなか読みと

けないということでございますが、この通信情報通信基盤の設置及び管理に関する条例がございまして、管

理運営は町長ということでありましてですね、やはり管理運営を町がある程度する以上にはですよ、その部

門にかける収支というのはある程度把握しないといけないのかなと思っておりますがそれの考え方はいかが

なものか、そして今利用者の方からいろいろ聞くわけ中においてですね、月々の４,０００幾らのあれが高

いという話も聞きます。で、以前担当のほうに近隣町村の類似したものの使用料は幾らになってるかという

ことでお尋ねしておりますけど、湯前多良木水上等でですね、球磨郡内でようございますので、比較がわか

りましたらよろしくお願いします。その２点お願いします。 

◎議長（徳永 正道君）  企画財政課長。 

●企画財政課長（片山 守君）  はい、収支の管理につきましては、調査できるということであればですね一
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旦調査をしてですねお知らせしたいかなと思っております。それから近隣の使用料の件でございますが、近

隣には三つの形態がございます。まず民設民営のところがございます。と公設公営で行っているところ、あ

さぎり町のように公設民営で行っているところでございます。この公設公営で行ってるところは、ＮＴＴさ

んのですねフレッツ光ということで、基本料金で５,４００円になるのかなと思っております。税抜でござ

います。と、あさぎり町のように公設民営で行っているところが３カ所ございまして、これが４,３００円

の消費税でございます。あと公設公営で行っているところにつきましては、あさぎり町と同額のところもご

ざいますが、１番安いところで３,７００円ということでですね、ここについては価格について公設公営で

ございますので、町村で決められるということで安くなってるのかなと思ってるところでございます。以上

です。 

◎議長（徳永 正道君）  小見田議員。 

○議員（１１番 小見田 和行君）  その収支等を伺ったのはですね、保守点検委託料の内容に関しましての

この金額の妥当性がどうなのかという点検もやっぱり支出する際は考慮しなきゃいけないことで、やはりそ

の際はその部門に関する収支はですねある程度把握すべきが管理する側のやはり責務かと思ったもんですか

ら、それの考え方についてはもう法的にはどのように解釈されるのかはですねそれは今後計上されるだろう

と思うんですけど、現時点ではその経営の内容には入り込みないというのが、今は今の考え方なんでしょう

か。これが監査をされるような状況にあるならばそこをもその情報をいただくということも可能かと思いま

すけどいかがでしょうか。 

◎議長（徳永 正道君）  企画財政課長。 

●企画財政課長（片山 守君）  はい、その辺がもしわかる資料いただければですねいただきたいというふう

に思ってるとこでございます。そのときには頂けた場合にもお知らせしたいかなと思ってます。以上です。 

◎議長（徳永 正道君）  はい。ここで休憩に入りたいと思います。午後は１時３０分からです。 

 

休憩 午前１１時５８分 

再開 午後 １時３０分 

◎議長（徳永 正道君）  休憩前に引き続き会議を再開いたします。小見田議員の質問の途中でございますけ

れども、補足漏れと説明漏れがあったそうでございますので、説明願います。総務課長。 

●総務課長（土肥 克也君）  午前中に、１０番議員の質疑があった件につきまして私が誤った解釈をしてお

ったことから、誤った答弁をしております。その点につきまして改めて答弁させていただきます。一般会計

予算について、給与費明細について御説明申し上げました。その中で１２３ページ、カその他の手当につき

ましての御質問を受けました。受けたところでございます。質問の内容としましては、通勤手当についての

表記がないというものでございました。私のほうが過去といいますかこれまでもそういう表記であったと今

後制度等を確認してということで申し上げましたが、これまでも通勤手当の表記はしていたところでござい

ます。今回、その部分が漏れ落ちていたということでございます。扶養手当住居手当に加えて通勤手当もこ

こに表記し、国の制度との異同も同ということで表記すべきものでございました。他の特別会計におきまし

ても給与費明細は添付しております。こちらのほうには通勤手当まで含めたところで表記をしているもので

ございます。大変誤った答弁をしてしまいまして申しわけございませんでした。それと、１点、説明を漏ら

しておりましたので、その点についても追加して説明をさせていただきます。総務課所管の９７ページでご

ざいます。目４防災管理費の説明を申し上げました中で、３１年度新たに取り組む制度につきましての説明

を漏らしておりましたので追加し、いたします。節１２の役務費におきまして、新たに災害対策に要した費

用を補てんする災害対策費用保険に加入いたします。節１２委託、役務費の中に災害対策費用保険料９１万



- 148 - 

６,０００円を計上しております。この制度は３１年度から導入するものでございます。また、節１３委託

料では県の災害対応工程管理システムの導入委託料６万６,０００円を計上しているものでございます。こ

ちらも３１年度から新たに導入するものでございます。追加して説明させていただきます。重ねておわび申

し上げます。 

◎議長（徳永 正道君）  小見田議員質疑よろしゅうございますか。もうよございますか。ほかにございませ

んか。次に、企画財政課分について、いや、すいません。次に教育委員会分について質疑を行います。質疑

ありませんか。久保田議員。 

○議員（１５ 番 久保田 久男君）  教育委員会でいいですか。１点だけ伺います。１０９ページ。文化ホ

ールの運営費の中にですね、１１０ページででてきますが、自主文化事業委託料これが今年予定としては３

事業１００万の予算である上がってるわけですが、まずこの自主文化事業の目的について少し委員会の説明

をお願いしたいと思います。 

◎議長（徳永 正道君）  教育課長。 

●教育課長（木下 尚宏君）  自主文化事業につきましては、まずは文化ホールの利用の促進といいますか、

その部分も一部あるかと思っております。それとあとは町民の方々に講演、あるいは演劇等の文化に触れて

いただく機会を設けるものと感じております。以上でございます。 

◎議長（徳永 正道君）  久保田議員。 

○議員（１５ 番 久保田 久男君）  私はなんでここで取り上げたかと申しますと、この自主文化事業はで

すね、これ合併後も年々ですね減額されてきているきております。つまり予算が減ると入場者も減る、減少

してくる。そして、その先ほど今先ほど今言われました、課長の答弁されましたその目的もですね、だんだ

んとなんて言いますか希薄化していくといいますか、もうその繰り返しになっているような感じがしてなら

んとですよね。私は何回か言ったかと思いますが、旧須恵村時代に１,０００万の予算の時期があったんで

すよ。もう当然須恵地区の大きな施設でありますし、文化ホールの活用のためにですねそれだけの予算をか

けられたわけですが、今やもう文化ホールはですね、民間の活用がだけが主体で、町としてのこの自主文化

事業としてもその目的が私は達せられているのかなと疑問を感じます。この今年もうとうとう１０分の１の

予算になってしまったと。私はやっぱり文化的ないろんなですね町民の人触れてもらうということも含めて

ですね、やっぱりこれは、まちひとづくりになると思うんですよ。人づくり、地域づくり、町の活性化、あ

るいはもう情報の交換、あらゆることがですね私はこの自主文化事業自体でですね可能性をかなり大きいん

ではないかと思うんですよ。この形からすればこのこれだけ予算が減額されてきてですね、じゃあもうほん

とにこう自主文化事業の目的は、ないに等しいと言わざるを得ないといいますかそう感じているわけですが、

いかがでしょうか。 

◎議長（徳永 正道君）  教育課長。 

●教育課長（木下 尚宏君）  はい、議員おっしゃる部分が私もひしひしと感じるところがあるところでござ

います。今年度におきましてはですね、文化ホールの修理修繕のほうがちょっと若干施設の老朽化という部

分もありましてその部分にについてちょっと手を入れてるところでございます。ですのでその分期間につい

てちょっと若干心配している部分がございましてちょっと委託料の形状をちょっと控えさせていただいた部

分というのもございます。そして過去に数回の事業を計画させていただいておりますけれども、なかなかこ

う集客の部分での苦労といいますか、そういった部分も感じてきたところでございます。ただ議員おっしゃ

るとおり、先ほど私が最初に答弁させていただいた部分での目的という部分では、確かにそれを達成するた

めの予算を確保すべきというふうにも感じているところでございます。 

◎議長（徳永 正道君）  久保田議員。 
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○議員（１５ 番 久保田 久男君）  はい、今課長からお答えされました確かに改修的な改修等のですね兼

ね合いも出てくるかと思います。この自主文化事業で何を私は要するに町民のために町ののためにやるのか

という目的ですね、ここら辺について教育長、最後に町長の考えを伺いたいと思います。 

◎議長（徳永 正道君）  教育長。 

●教育長（米良 隆夫君）  はい、私は至誠と輝きの教育との行政推進ということで、教育長としてのスタン

スをお示ししております。やはり町民の一人一人がやっぱりこう光輝くようなその活動っていうのは、支援

というのは私は大事かなというふうに思っておりますし私も文化ホールでの、いろいろな団体さん等の発表

を見させていただきました。ほんとに一人一人もう発表に向けて練習を重ねて、そしてすばらしい発表され

ておられます。これも一つの生きがいの一つかなというふうに思っておりますので、やっぱりそういうよう

な一人一人が輝くような手だてといいましょうか支援といいましょうか、それはやはり充実していかなけれ

ばいけないかっていうのは、個人的には思っておるところです。以上です。 

◎議長（徳永 正道君）  町長。 

●町長（愛甲 一典君）  はい、えーとですね正直言って私もずっとこの自主文化事業を見てきましたけど、

なかなかですね教育委員会中心に年間４回程度の案をつくってですね、やってきて会場に入っていただいて

るお客さんの数も見てますけど、ほとんど満杯になったことはないですね。もう多いときでも半分の２００

名も来たら大概多いほうと、ないときは７０人とかもうそのぐらいの人員でですね、実際やられてた場面も

ありまして、私は毎回この問題については、もっとたましいれてやらんかいと本当ずーっと言ってきました。

けれどもそういう状況です。それで幸福と健康ということでありましたので、もう影絵とかなんかやめてで

すね、お客さんが少ないのはやめて、例えば笑いですね、何といいますかねそのやっぱ笑うと健康になりま

すので、その落語を取り入れたらどうですかと。４回のうちの１回ぐらいは落語をして、それも定期的にず

ーっとやったら、だんだんともう定着してですね、だんだんお客さんが来るんじゃないですかということで

去年も落語いっぺんいれたけど、その落語も去年やったけど少なかったということですね。もうやってもや

ってもなかなか集客につながらないというのが現状です。だから本当にここはですね、もう教育委員会等に

限らずですねやっぱりこの当初の目的をどうするかというところについてはもっとみんなでですねよく考え

ないと、教育委員会のほうで何とかせろ何とかせろっていうだけではですね、これこうやっぱりなかなかう

まくと言いますか、今後の展開も難しいんじゃないかなあと思ってます。今回の予算も１００万円いれさせ

ていただきましたけど、実はもっと少なかったんです。本当は。ただそれじゃいかにも少ないよということ

で私がまず１００万円いれなさいと予算を入れさせました。というのは、実は文化ホールがですねこん３１

年度ですよね。エアコンがだめなんですね、今。実は先日、この球磨人吉の人吉球磨の観光関係のシンポジ

ウムがあったんですけど、完全にエアコンが暖房とまりました。町村長みんな震え上がって、私はいろんな

町村長からもうどうにかしてくれて途中で言われたんですよね。ですから私走っていって、担当の管理者に

暖房入れんかいていうたら、いや暖房を入れても、もう風だけ吹くんでかえって寒いからとめてくれという

ことでもう全部止めましたと、そんなこと言ってました。いずれにしても暖房がだめです。それからもう一

つは屋根がですね、天井、天井は一応調査の結果ですね釣り屋根構造で、今すぐやれということまではしな

いけど、やはりこれは改修できたらいいというような状況になってます。そういうことで３１年度にそうい

ったことをですね、一部行う必要があるということから、開催期間の見込みは難しいから、教育委員会とし

てはちょっとこれはお金をね入れても改善は難しいのでという話でありました。しかし、せめて１００万ぐ

らい入れてですね期待はこの文化ホールの自主文化活動、期待されているので、それでよく考えてくれんだ

ろうかということで教育委員会の担当のほうと話し合ってですね、この予算いれました。だから、これはで

すね私もずっと同じことをもっとお客さんふやして効果上がるようしなさいと言い続けてきて、今の状況で
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す。ですからこれはですね、やっぱり相当このこと自体をもうどうするのかということを見直す、例えばも

う年間その４回やめてですね、もう集中してもう大きい例えば、また予算をそこへ集中して、例えば２回ぐ

らいしてそれも継続的にですね行うとか、あるある項目をずっと毎年なんかそういったですね、やり方に変

えていく必要があるんじゃないかと思います。満杯なかったというのは満杯になったことありますね実は。

確かねあれは海上自衛隊の演奏にきてもらったときですよ。そして中学生も確か一緒に来てコラボして演奏

したんじゃなかったと思います。あんときはほぼ満杯になったと思いますね。ですからやはりある発表の８

ページですかね、項目を例えばこの中学生とか、これは所得触れ合いながら取り組むとかですねいろいろ工

夫することによって、可能性でてくると思いますので、ぜひ教育委員会としてですね、私がいないんでです

ね、もうお願いするしかない。今度こっちも。ということで、今久保田議員から言われた内容をですね、こ

の機会にもっと見直して、もうその何回もやるよりも回数を減らしてでもですね、１回１回の成果をという

か入場者を増やしてきちっと成果が確認できるようなですね、取り組みに変えていただけばと思います。も

う毎回このことは、予算のたびに言ってきたことですけどね。そういう状況でちょっと私も任期が少なくな

ってね後のほうにお願いしますという残念な場面でありますけど、そういうことであります。ぜひとも回数

を減らしてもですね、予算集約してよりよいこの文化ホールの自主事業になるように、ぜひやっていただけ

ればと思います。 

◎議長（徳永 正道君）  久保田議員。 

○議員（１５ 番 久保田 久男君）  すいません、もう３回言ったっですが、今町長の答弁聞いてですね、

確かにこれまでもたびたび町長はそう言われておりましたし、ですが施設がある以上はですねまた今回もか

なりの改修費も要るわけですので、それはそれとしてそれはすべて体育館にしてもいろんな施設についても

ですね、その投資をやっていかなければないなりませんのでそれはいいんですが、やっぱりそこまでそれま

でしてですねやるだけの施設であるならば、やはりやっぱり予算なんですよ。町長。限られた予算をですね、

担当課にやって頑張れ頑張れやれやれていってもですね、それだけのあれしかできんとですよ、できないん

だろうと私は思います。人を寄せるためにですね前も言って何回か言ったかと思いますが、自主的な団体で

ゆめさき大学というのがあったわけですが、ほとんどですね、満杯させよったですよね。以前は、だからや

り様なんですよ。やりようであるし、やっぱりやるからにはそれなりのお金投資しないと予算を伴わないと

私は、なかなか難しいんだろうと思うんですよ。それから町長が言われたとおり回数を減らしていいんです

よ。だけどその回数を減らさないんだから、幾らでいくじゃない回数を減らしただけでぼんと入れるちゅう

ですかねそれなりのことをやっていかないと私はなかなかこのやっぱり文化事業というのは難しいんだろう

と思います。以上です。 

◎議長（徳永 正道君）  町長。 

●町長（愛甲 一典君）  はい、ちょっとね少し素直に話をさせていただいてちょっと申しわけないっていう

気持ちを持ってますけど、いずれにしてもですね言われたとおりに、やはり非常に自主文化での集客はかな

り難しいというのはかなり感じてますので、残った期間もありますのでですね、もういっぺん今年のとりあ

えずこの予算の中でですね、精一杯の取り組みができるように、最後まであとの任期中に、教育の担当の皆

さんとですねしっかり話して、まずは今年の取り組みがうまくいくように、あの話私も進めたいと思います。

今後のことについてはですね、またこれもよくよく協議してですね、後につなげるようにしていきたい。た

だそうは言ってもですね、文化ホールのですねがあることによって、相当のあさぎり町全体としての集客い

ろんなものに貢献してるのはもう事実ですよね。非常に利用の回数もふえておりますしですね、この須恵文

化ホールが地域活性化に果たす役割は大きいものと思ってますので、引き続きですね、今いろんな施設が少

し傷んできておりますけど、ここもう少し修理をしてですね継続的に須恵地区のみならずですね、あさぎり
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町の全体のこの活性化に寄与するように、今後も進めていただくようにですね、しっかりと引き継ぎをして

おきたいと思います。 

◎議長（徳永 正道君）  ほかにございませんか。皆越議員。 

○議員（１０番 皆越 てる子さん）  はい、１０番皆越です。１０２ページのですね役務費の中にミシン点

検手数料というのが８万円計上してあります。こういった点検ですので、専門家じゃないと思いますけれど

も、どういった点検をされておられるのかお尋ねいたします。 

◎議長（徳永 正道君）  教育課長。 

●教育課長（木下 尚宏君）  はい、ここのミシン点検手数料、手数料につきましては、各ここは小学校費で

すので小学校のほうにありますミシンのほう、それぞれ家庭科室のほうに２０台から３０台の台数はあるか

と思うんですが、その台数を人吉のほうの業者の方に毎年点検を行っていただいているところでございます。

以上でございます。 

◎議長（徳永 正道君）  皆越議員。 

○議員（１０番 皆越 てる子さん）  はい。人吉の業者の方に点検をいただいているというような説明でご

ざいました。私上小学校の事例を申し上げます。といいますのも、もう４年ぐらい前でしょうか。小学５年

生６年生のですね、ミシンのお手伝いをしていただけないでしょうかというような御相談がございましたの

で、地区から５名から６名っておっしゃったもんですから、人員を５名程度一緒に行きました。最初言った

年はですね、もう全然なんかミシンの修理っていうか、もう油もささなくてはできない状態でございました。

２年目はですね、前年度そういうことがありましたので、ミシンの詳しい人に油でもさしてもらおうかとい

うようなことで、前日言っていただいて明くるの日に指導したというようなことでございます。今年はどう

かと申しますと、今年もですねお願いしますというようなことで、ミシンの５年生でしたけども行きました。

ところがですねミシンがあるんですけども、使われるのがですね、ここ５、６台、５台か６台なんですよ。

横のほうに置いてありますけれども、それがですね使われないんですよ。でミシンの点検ってしてあるけれ

どもどういう点検をされるかなあというて疑問に思いましたので質問したわけですけれども、１０台２０台

っていうのはないんですよ。せめてですね、５年生の生徒が３６名おるんですよ。で、技術室に１０名ずつ

先生が入れていただいて、１０名ずつ指導してくださいというようなことでされるんですけども、もう使わ

れるのがですね、せめて６台ぐらいですよ。でもう１０台ぐらいはそろえてほしいですよねえっておっしゃ

るもんですから、どうかですねこれは教材ですよね。どうかできないものかなあと思って御相談してるわけ

ですけれども、他の小学校ですね岡原、免田、あると思いますので、その辺のところもですね、お借りして

そういう調整とかはできないものかなあと思いましたので御質問しておるわけですけど。 

◎議長（徳永 正道君）  教育課長。 

●教育課長（木下 尚宏君）  はい、ミシンの台数といいますか使用できる部分台数が少ないということでご

ざいます。去年のですね３０年度の予算の折にはですね、免田小学校のほうからミシンの購入の予算要求が

あっておりまして、たしか免田のほうには今年度予算で１０台ほど購入をしております。ですので、そうい

った必要な教材備品が必要であればですね、当然ながら予算要求時に学校のほうから上げていただいて、本

当に必要かどうかというのはそこは教育委員会のほうでも確認をさせていただきますので、学校のほうから

当然要求を上げていただくように必要な部分はあげてくださいということでこちらからも声かけをしていき

たいというふうに思います。 

◎議長（徳永 正道君）  皆越議員。 

○議員（１０番 皆越 てる子さん）  私たちもですね学校から依頼がありますとできませんよということは

できませんので、今年も６名はっていうお願いしますというようなことで６名行きました。やはりミシンが
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６台ですので、やはりあの生徒もですね３６人おりますのでそれぞれ手がかかります。最初からもう１日目

はですね、下糸のさし方そしてまた上糸のかけ方というようなことで、もう今年もですね３日間要請があり

ましたので３日間行くわけですけれども、やはりあの教材ですので、しっかりしたものを揃えていただきた

いと思います。また学校のほうにもですね、その辺のところにも伝えていきたいと思いますのでよろしくお

願いいたします。 

◎議長（徳永 正道君）  ほかにございませんか。難波議員。 

○議員（２番 難波 文美さん）  ２番です。教育課に２４ページのことでお尋ねいたしますが、地域学校協

働推進員という方がいらっしゃるということで、この活動費が出ております。この推進員の方の人数、そし

て具体的にこのお金を使ってどんな活動されているのかをお知らせいただきたいのが１点、そしてもう１点

は、９９ページの英語サポーター報酬についてです。この前免田小学校におきまして、小学校の英語教育総

括となるようなですね立派な大会を開かれました。私も参加させていただいて、現在の英語教育の進路とい

うものを確認したところでございますが、この英語サポーターというのはどれぐらいの期間ポジションを続

けてこられたのか。そして今後もその必要性があるのかどうかをお願いします。 

◎議長（徳永 正道君）  教育課課長補佐。 

●教育課課長補佐（深水昌彦君）  １点目の地域活動協働活動推進についてお答えします。今活動推進員とし

て動いていただいている方は１名です。活動内容につきましては、平成３０年度から各学校小学校５校と中

学校１校６校がコミュニティスクールに移行したということはもう議員の皆様にもこの前お知らせをしたと

おりでございます。学校教育におけるコミュニティスクールというのがもともとの地域づくり協議会、それ

ぞれの地域と学校の連携にによって学校を盛り上げていくという活動でございます。この地域学校協働活動、

これにつきましては社会教育の部門での事業となりまして、これにつきましても目的は、コミュニティスク

ールと同じで学校を盛り上げていこうということでこの事業が出されております。その社会教育の中で位置

づけられている地域学校協働活動、このアドバイザー的な位置として、地域学校協働活動推進員がという位

置づけがなされておりまして、それにつきまして今１名の方にそれぞれの学校とそれぞれの地域団体、それ

と学校と学校のアドバイスアドバイザー的な１番立ち位置で共同活動の推進を行っていただいているという

ところでございます。以上です。 

◎議長（徳永 正道君）  教育課長。 

●教育課長（木下 尚宏君）  はい、２点目の英語サポーターの件でございます。英語サポーターにつきまし

てはＡＬＴの３名おりますけどもＡＬＴとの調整、それから保育園、学校に出向いての出向いての日本語と

英語の橋渡し役といいますか、そういった部分での役割を担っていただいております。で、昨年から英語教

育に力を入れておりますので、学校に一定の学校の先生方との授業の役割、ＡＬＴも含めてですけれども、

ＡＬＴとこの英語サポーターそして先生方との授業の手法といいますかそういった部分での役割を担ってい

ただいているところでございます。昨年度からのその英語教育に力を入れてる部分での英語サポーターとし

ての役割というのは非常にこう重要というふうに考えておるところでございます。 

◎議長（徳永 正道君）  難波議員。 

○議員（２番 難波 文美さん）  はい、学校協働推進員の方のですね活動というものはどういうことかとい

うことで、学校を盛り上げていく活動と言われましたのでその具体的なですね、活動内容そしてその成果と

いうものが学校やＰＴＡのほうに公表というか、知らせる時はあるのかというところもお尋ねしたいと思い

ます。ＡＬＴのサポーターにつきましては、今後はさらに小学校での英語教育が進んでいく中でさらに必要

だというところで続けていかれるということでよろしいでしょうか。 

◎議長（徳永 正道君）  教育課長補佐。 
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●教育課課長補佐（深水昌彦君）  はい、地域学校協働活動の活動の公開の場ということでございますけれど

も、コミュニティスクールに移行したのがですね平成３０年の４月１日で、今地域学校協働活動推進員とし

て業務にあたっていただいてる方につきましては、社会教育法で先ほど繰り返しになりますけれども、社会

教育法の中で位置づけられております。その盛り上げていくっていうのは直接そのアドバイザーの方が盛り

上げていくのではなくって、今学校教育法の中でもコミュニティスクールの中に、学校運営協議会が今、そ

れぞれの学校で設置がされております。学校運営協議会とそれとアドバイザーがですねそれぞれの学校協議

会、いわゆるそれぞれの学校のコミュニティスクールのなんと言いますかそのつなぎといいますか、そうい

った連携のところに、そこで活動していただくっていう表にはまずは出てこないっていうかそういった立ち

位置でのアドバイザー的な業務になります。その公の場にということですけれども、これは最終的にはコミ

ュニティスクールということでそれぞれの各学校で何をそのどうして地域とかかわったかということになる

かと思いますので、これについてはそれぞれの各学校がコミュニティスクールに対してどういった活動をし

ているっていうのはそれぞれの学校での、何かの機会の折の発表の場があるのかなというふうに思っており

ます。具体的に言いますと、１番これまでのですね地学校づくり協議会の中でもありましたけれども、須恵

小学校であれば和綿の里、和綿づくりとかですね、これまでもやってきております。岡原であれば見守り活

動黒原会とかですね。で上であれば大雨時の避難訓練を地域の方々と一緒に交えて避難訓練を行ったという

ふうな事例がございまして、そういった内容を今度はますます充実化をしていくということになろうかと思

います。今月になるんですけれども、各学校の活動状況について、それぞれの学校の学校運営協議会の委員

さんは一堂に会して意見を交換するということで会議を設けて計画をしております。そういった中で次年度

その次というふうにどういった内容でこの活動をですね、広めていくかっていうことは今後またその協議会

の中で検討していくっていうところでは考えているところです。 

◎議長（徳永 正道君）  教育課指導主事。 

●教育課指導主事（竹内 正信君）  失礼いたします。まずは、２月７日のあさぎり町立英語教育研究発表会

には議員の皆様方も多数御参加いただきまして本当にありがとうございました。先ほど難波議員のほうから

お尋ね等がありました。必要性ということで、私からもちょっとお話をさせていただきたいと思いますが、

課長からも話がありましたようにサポーターにつきましては、ＡＬＴとの連絡調整あるいは幼保あるいは現

在はもう各小学校にですね可能な限り授業に入っていただいて、ＡＬＴと担任の先生とのやりとりの様子を

見ていただいたり、ＡＬＴがなかなかどうしても授業に入れないときにはサポートサポーターのほうが、担

任の先生と一緒に授業をですね、していただいてるもらっている状況でございます。２０２０年度から小学

校の英語教育が教科化に完全になりますので、それに先立ちましてあさぎり町では昨年度からもう教育課程

特例校ということで、２０２０年度を見越してですね、前もって取り組みを進めているわけですが、やはり

授業時数が増えてきますので、ＡＬＴだけではどうしても対応が難しくなると思います。するところで英語

サポーターという存在が、あさぎり町において配置されているということで、担任先生がＡＬＴと授業がで

きなくてもサポーターと一緒に授業ができるというような状況を生み出すこともできるかと思います。実は

先日の２月７日の研究発表会のときに、近隣の市町村教育委員会の教育長先生方も多数来ていただきました。

その中でも、やはり教育長先生方からはですね、私に個人的にやっぱりこういう英語サポーターという存在

がいらっしゃるというのは本当にうらやましいですよねというような言葉もいただきました。やっぱり中に

は、ほんと全く英語がなかなかできられない方がですね、そういったＡＬＴの担当されたりとかですね、そ

ういった現状もあるということで、私はＡＬＴにとってもサポーターがいらっしゃるということはですね本

当彼女たちにとっても何か安心して仕事ができるような、場の提供じゃないかなというふうに思っておりま

すので、個人的には私はサポーターの配置をですね可能な限りお願いできればというふうに思っているとこ
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ろです。以上です。 

◎議長（徳永 正道君）  いいですか。はい、難波委員。 

○議員（２番 難波 文美さん）  はい、詳しくお話をいただきましたので、納得をいたしました。今後とも

ですねぜひあさぎり町内の子供たちのための教育行政をよろしくお願いいたします。 

◎議長（徳永 正道君）  他にございませんか。 

◎議長（徳永 正道君）  市岡議員。 

○議員（１番 市岡 貴純君）  １番です。１点お伺いいたします。昨年のですね予算書の中と比べますと比

べまして、各施設におきましてエネルギーサービスプロバイダー委託料、２９年から始まっておりますとい

うことでちょっとメモをしております。こちらはですね、今回から前回３００万強ぐらいで予算を組んであ

ったかと思います。これ何かこう実績に見合わないとか、そういった経緯がございますのでしょうか。 

◎議長（徳永 正道君）  教育課長。 

●教育課長（木下 尚宏君）  はい、失礼いたしました。これはちょっと予算説明のときに説明しておくべき

項目かと思いますが、２９年度から電気のいわゆる学校と主要施設について教育課のほうでも、電気料金の

見直しということで、業者の見直しがあって総務課のほうであっております。本年度ですね、総務課のほう

でさらに各業者さんのほうの見積もりをとっていただいております。その中で、今回新たな業者のほうの見

積もりが安く上がってきたということで、このエネルギープロバイダー委託の分がですね必要でなくなった

とっていう部分での予算計上がないということでございます。以上でございます。 

◎議長（徳永 正道君）  ほかにありませんか。加賀山議員。 

○議員（３番 加賀山 瑞津子さん）  はい、３番加賀山です。１０７ページ、公民館費の中の公民分館長報

酬２００万円上がっておりますが、今何名の方の公民分館の方が分館長がいらっしゃってどういう活動され

ているのかお願いします。 

◎議長（徳永 正道君）  教育課長補佐。 

●教育課課長補佐（深水昌彦君）  はい、公民分館長の人数ということでございますけれども、ただいま平成

３０年度においてあさぎり町内に５２分館ございます。その５２分館中公民分館長の選任の分館長は今１８

分館、残りの３４分館につきましては区長さんが兼任をされているという状況です。活動につきましては、

分館長会議が年に３回ございます。そこでの情報の提供であったり今情報をいただいたりとかっていうこと

で、あと分館長さんを通じて公民館改修等のですね申請等は行っていただいているという、行っていただい

ているという状況です。以上です。 

◎議長（徳永 正道君）  加賀山議員。 

○議員（３番 加賀山 瑞津子さん）  私たち須恵には別に公民分館長っていう名目の方がいらっしゃらなか

ったので、あさぎり町の議会に入りまして、これは何だというところからずっと思っておりましたけれど、

今本当に生涯学習というのが進んでいく中で、この専任の分館長さんがまだいらっしゃる地区があるってい

うのであれば、やっぱしあさぎり５２地区あるわけですから、もうちょっとその専任の方を設ける大丈夫で

すか。はい。放送が入ったもんですから、設けるなどもちょっとあの町としても取り組みを明確にされてい

くべきではないかなと毎回感じておりますが、町の方向性としては専任があるところだけ分館長さんを継続

していただいて、そのほかは、今までどおりの兼任という形でされていくおつもりでしょうか。 

◎議長（徳永 正道君）  教育課長。 

●教育課長（木下 尚宏君）  はい、教育課といたしましては専任の公民分館長さんがたくさん出ていただけ

ればそれにこしたことはないというふうには思っております。各行政区におきまして、それぞれ老人会、子

供会とのですね交流の計画を地区によっては年間にですね、何回かグランドゴルフを一緒にされたりとかそ



- 155 - 

ういった行政区のお祭り等の計画もされている分館がございます。ですのでそういったところでの公民分館

長さんとしての役割というものをどんどん広げていっていただければなというふうに教育委員会としては考

えております。 

◎議長（徳永 正道君）  加賀山議員。 

○議員（３番 加賀山 瑞津子さん）  教育委員会として考えていっておりますということですが、最初から

そういう分館長っていうシステムがない地区に関しては実際ピンてきていない部分というのをかなりあると

思うんですが、どういうふうにしてだれが広げていくってお考えですか。 

◎議長（徳永 正道君）  教育課長。 

●教育課長（木下 尚宏君）  はい、まず、先ほど議員おっしゃられましたとおり生涯学習という部分で非常

に重要な役割を持っていただく方というふうに考えております。ですので、教育委員会としてはそういった

形で活動していただく方が区によって選出されて活動していただければというふうに考えております。で、

それぞれの区の状況等もございますので事情はおありと思いますので、その辺は行政区のほうで考えていた

だきたいというふうには考えておりますが、教育課としては、こういった行政区の行事関係というのをどん

どん広げていただく方の活躍といいますか、そういった方が広がっていければなというふうに考えておりま

す。 

◎議長（徳永 正道君）  いいですか、はい加賀山議員。 

○議員（３番 加賀山 瑞津子さん）  もう３回質問しましたので、最終日にも１回お伺いします。 

◎議長（徳永 正道君）  ほかにございませんか。小見田議員。 

○議員（１１番 小見田 和行君）  １１番です。１１０ページの図書館費についてお伺いいたします。図書

館費を見ますときに図書購入費とか非常に８１万ということでやすうございまして、今現状どのぐらいの方

がこの図書館を利用されているのか、またその年齢階層とかをおわかりならば教えていただきたいと思って

おります。 

◎議長（徳永 正道君）  教育課長。 

●教育課長（木下 尚宏君）  はい、今現在のですね生涯学習センターの蔵書数でございますけれども、生涯

学習センターのほうの図書館が１万１,４１８冊、それからせきれい館のほうが８,５９０冊の蔵書数となっ

ております。来館者数につきましては、ちょっと年齢層まではちょっとわからないところでございますが、

生涯学習センターのほうが３０年度分といたしまして生涯学習センターのほうが６,２０８人、それからせ

きれい館のほうが２,８５７人という数字でございます。 

◎議長（徳永 正道君）  それだけですかね。小見田議員。 

○議員（１１番 小見田 和行君）  生涯学習センターの図書とそれから学校小・中学校に図書館がございま

して、子供が借りてきます図書とありましてですね、やはり今どっちかというと本離れの傾向にあると思い

ますけど、やはり生涯学習センターにある図書館というイメージとしましては一般の方々のかられるような

また揃えられるような図書館だと想定しておりますけど、なかなか周辺部といいますか、そういう距離的な

問題とか、なかなかその辺のとこに偏りがあるんではなかろうかと思っているわけでございます。でやはり

今後大きな市の図書館とかまいりますと、非常に蔵書も多くてですね、興味深い書物を展示されているとこ

ろに何度か足を運んだ経験がございますけど、それからいくと非常にこういってはなんですが貧弱な生涯学

習センター図書館だなというふうに私は思っております。今後の学校の図書室とそれから今の生涯学習セン

ターの図書館とですねどのような役割を担わせていかれるのか、またそれに伴っての蔵書の購入費等がです

ねこれが適正なのかということについて教育長のお考えがあればお尋ねお聞きしたいと思います。 

◎議長（徳永 正道君）  教育長。 
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●教育長（米良 隆夫君）  各小・中学校の蔵書数につきましては、もう基準をオーバーしておりますので、

特に問題はございませんし、また貸出数もですねある小学校は年間１人２００冊というような学校もござい

ます。非常に読書活動が盛んというところもあります。やはり読書というのは非常に人間の心を豊かにして

いきますので、読書活動の推進はしていかなければいけないと思っておりますし、また各小中学校では、読

解力の向上という点からも非常にこう学習効果も高うございますので、今後とも小中学校においては、読書

活動を推進していくということで取り組んでいきたいというふうに思っております。また、社会教育関係で

の生涯学習センターとせきれい館につきましても、やっぱりだいぶんこうバランスよく配置はされておりま

すが、また今後とも地域住民さんの要望にこたえるような本の配置といいましょうか、そういうのも考えて

いく必要があるかなと、またそこは今後検討していきたいというふうに思っております。以上です。 

◎議長（徳永 正道君）  教育課長。 

●教育課長（木下 尚宏君）  はい、図書館におきます図書の購入費ですね、これが妥当かどうかという部分

については、非常に予算的には厳しい部分もあるかというふうには感じております。ただ、やはり来館者の

方の充実という部分を考えてですね、町長からもございましたけれども、農業関係の本でありますとか、そ

ういった特化した本の購入というのもやってきたところでございます。また来館者の読みたい本、いわゆる

今芥川賞でありますとかいろんなそういった部分での本のいわゆるリクエストをですね、そういった部分に

もこたえてきている部分でございます。で利用者の方にとって、利用しやすい図書館というふうなところで

の工夫というのは、生涯学習センターなりに今後も行っていきたいというふうに考えております。 

◎議長（徳永 正道君）  小見田議員。 

○議員（１１番 小見田 和行君）  生涯学習センターに機能として希望したいのはですね、歴史とか文化財

とか等に深く興味を持っておられる方にとっては、やはりあそこをのぞいたときに、まだまだちょっと蔵書

は少ないんではなかろうかというふうに思いますし、今ですねインターネット等で国会の図書館等に検索で

きるというふうな話も伺っておりますので、やはりそういうことのお手伝いはそこでその司書の方にですね

お願いしていろんな歴史的なあの書類といいますか、そういうものを提供できるような場所もできるとより

深い郷土史の研究には資するものと思っておりますが、いかがでしょうか。 

◎議長（徳永 正道君）  教育課長。 

●教育課長（木下 尚宏君）  はい、いわゆるそういった形での協力ができる部分については先ほど申しまし

たとおりリクエストの本あたりにもこたえるようにしておりますので、ただ本１冊の購入価格にもよってき

ますけれども、そういった部分については特別な予算の配慮も教育課として要求していくということも考え

られるかと思っております。 

◎議長（徳永 正道君）  ほかにございませんか。溝口議員。 

○議員（１４番 溝口 峰男君）  １１３ページですが、今回の委託料で上総合運動公園の伐採ですね入れて

いただいておりますが、樹木のあそこをちょっと教育委員会管轄と農林振興課の管轄あそこはどういうふう

に見られてるかわからんとですが、非常に老木が多いところで小枝だったらですね何も問題ないんですけれ

ども、老木の木や枝がもう頻繁に落ちてきて、私は教育課長にも見てもらって、この辺はやっぱり切っとっ

たほうがいいですよ。もういつもあの辺は子供たちも来るし、通学路でもあるし、大人も当然ですが、そう

いうこともあるんで、切ったらどうですかっていう話をこないだしましたが、今回はテニスコートの西側で

すね、多分、切られるんじゃないかなと。あれが印が入っている。ところがやっぱり南側ですよ、南側は多

分に農林振興課かな。どっちかわからんですが、テニスコートあたりはですよもう雪が降ったらもういつま

っでん溶けんとがが現実ですよね。あそこは物すごく大きいのがあって、その辺も実態を１回見てですよ、

どの課かわからんとですが、１回チェックしていただけませんか。どうでしょうかね今回どこまでこうされ
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るのか私もわかりませんので、説明いただきながらそこから今度総務課は総務課で今回伐採の委託料入って

ましたけれども、まず全体の中での調査をですよ。もうやっていただいて記念木以外はほんとにあの危険に

さらされるようなものは、私は伐採したほうがいいんじゃないかというふうに思いますんでちょっとそのあ

たりは、見解をお伺いしたいんですが。 

◎議長（徳永 正道君）  教育課長。 

●教育課長（木下 尚宏君）  はい、私は予算説明の折ですねテニスコート南側の伐採ということで御説明し

たと思うんですが、すいません私が思ってるのが、いわゆる白髪岳はになる部分の伐採の今回伐採委託を計

上させていただいているところでございます。 

◎議長（徳永 正道君）  溝口議員。 

○議員（１４番 溝口 峰男君）  はい、南側、畜産センターのがある側を切っていただくんですかねほんな

ら。なるほど、はいはい、そこが非常に私は反対側に赤いテープをずっとこうしてあったんで、あちらを切

られるのかなというふうに思ってたんで、あそこを切られるんだったら、確かにもうそれが解決すると思い

ます。それともう一つは前回もお話ししたように、今度は道路側にも老木があって見てもらったとおりです

けど、ああいうのは課が違うんだったら課でまた検討していただきたいんですけれども、また西側のフェン

スがある囲みがありますよね、あそこについても、通路こっちから畜産センターから中学校に向けて通り側、

あのあたりも非常に私は必要のないものがあって頻繁にもう大きな枝がしてますが、非常にもう１回その辺

は、あそこは教育委員会の管轄だろうと思いますんで見ていただいて、事故のないように対応してもらいた

いと思いますけれども。 

◎議長（徳永 正道君）  教育課長。 

●教育課長（木下 尚宏君）  はい、運動公園の敷地というところで教育委員会のほうでの管理してる部分に

ついてはですね、当然危険木等のがありました場合には当然現場を確認させていただいて、対応させていた

だいきたいと思っております。 

◎議長（徳永 正道君）  ほかにございませんか。難波議員。 

○議員（２番 難波 文美さん）  はい、２番です。１００ページについてお尋ねします。教育課１００ペー

ジの使用料及び賃借料のところで約８項目の使用料が出ております。システムサーバー利用料とかですね、

無線ＬＡＮの設備サービス利用料までたくさんあるわけですけれども、この使用料と委託料というのはどこ

に委託をされ、賃借料を払っておられるのか。そしてＩＣＴ機器のリース料、昨年より約１８５万円増額と

なっておりますので、その内訳をお願いします。 

◎議長（徳永 正道君）  教育課長。 

●教育課長（木下 尚宏君）  はい、このサービス利用料につきましては詳細な部分というのは、後ほど返答

させていただければというふうに思っております。学校ＩＣＴ機器のリース料の増加分につきましてはです

ね、２９年度と３０年度で電子黒板のほうを充実をさせていただいております。で、更新時期が夏休み期間

中を利用しての平成３０年度におきましては、夏休み期間中の入れかえ時期ということで、その分の２カ年

のですね、途中での更新時期というふうになっておりますのでその分が増加になってるというふうに思って

おります。 

◎議長（徳永 正道君）  難波議員。 

○議員（２番 難波 文美さん）  はい、昨年お尋ねしておりましたので、平成２９年に３２教室分。そして、

３０年度は２５教室分ということでした。途中ということでですね、この増額ということで理解できました。

詳細についてはまた後日お願いいたします。 

◎議長（徳永 正道君）  ほかにございませんか。各課について質疑いただきましたけれども、全課にわたっ
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ての質問があれば、ここで受けたいと思います。質疑ありませんか。 

◎議長（徳永 正道君）  橋本議員。 

○議員（４番 橋本 誠君）  ４番橋本です。ページ９７防災管理費の中で、とですね教育委員会と二つちょ

っと続けて聞きたいと思いますが、先日ですね２月２８日防災士の会が設立されました。そこでですね今後

ですね私もちょっと防災、火の国防災の講習を受けたときにですね、小さい子供やら若い人やら女性の人や

ら年な年配の人たちもみんな受けられてました。今回私が思うんですね、小さいころから防災教育が特に必

要だと思います今後ですね、地域の皆さんに意識改革は大変必要になってきますんで、今後ですねその場合、

啓発活動はどう考えられているかお伺いします。 

◎議長（徳永 正道君）  総務課長。 

●総務課長（土肥 克也君）  はい、防災に対する啓発活動については、推進すべき事項と認識しております。

先般、防災基本条例につきましても可決いただきました。それぞれの役割を責務というものを掲げて、今後、

防災対策に推進していくということになります。小さな子供さんに対しても、やはり防災の意識は、意識づ

けていくというのは重要だと思っております。それと、議員おっしゃられましたが、先般、防災士会という

ものがあさぎり町に誕生いたしました。今後、その規約等にのっとって防災の意識の向上、地域の防災力の

向上に寄与していただくものと思っているところでございます。ですから、その学校等で防災についての学

びをする際に、防災士の方々を来ていただいて、いろんな講話をいただくとか体験とか、していただくとい

うものはかなり有効なものだと考えておりますので、今後、防災士会も、年々充実していくものと期待して

おりますので、そこの会との連携も深めていきたいと考えているところでございます。 

◎議長（徳永 正道君）  はい、教育課長。 

●教育課長（木下 尚宏君）  はい、学校関係ではですね、それぞれ学校のほうで防災の訓練を行っておりま

す。火災、地震、豪雨、それから不審者ですねそれぞれ学校内での訓練というのは行っているところでござ

います。で、先ほど地域とのつながりという部分で学校運営協議会の話も出ておりましたけれども、上小学

校におきましては地域の方が一緒になって訓練に参加していただいてると。そういった部分の広がりという

ものを当然各学校にも、教育課としては広げていきたいというふうに考えているところでございます。 

◎議長（徳永 正道君）  橋本議員。 

○議員（４番 橋本 誠君）  まずはですね、小さい時から、それこそやっぱしいつ何が起こるかわかりませ

んので、小さい時からそういう訓練をしてですね、防災の意識を改革することが引いては町を安全に守るこ

とになりますんで、その旨を考えていただいて、今後やっていただきたいと思います。 

◎議長（徳永 正道君）  ほかにございませんか。 

○議員（１４番 溝口 峰男君）  溝口議員。すいません。１３４ページでですね、今回当該年度の起債の残

高が示されておりますが、９８億６,４００万、このうちにですね交付税措置がある金額というのが、わか

りますか。それともう一緒に１６ページでですね地方交付税が来るわけですが、同じくこの中で、交付税措

置されてる起債の部分ですたい。どれだけあるんでしょうか。交付税の中に。それともう１点。３つを一緒

に多分に過疎債と合併特例債、が１番大きいのかなというふうに思うわけですが、あさぎりは辺地の指定を

受けてると思うんですよね。辺地債はですよこれがこれはこの指定は皆越と、平山と阿蘇が辺地指定がされ

てるんですが、ここで使う事業についてはもうここら辺、辺地債を使ったほうが充当額１００％で充当率８

０ですよね。合併特例債については９５％の充当率で、７０％ですから過疎債よりは合併特例債はいい起債

ではないわけですけれどもね。そういうことから考えると辺地債というのは非常に私は、これは辺地の基本

計画というのを作らないかんとですが、それは今あさぎり町では全く作ってないでしょう。 

◎議長（徳永 正道君）  企画財政課長。 
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●企画財政課長（片山 守君）  はい、まず１３４ページの起債の残高の見込み額に対する交付税措置のある

起債ということでございますが、現在おおむね全体がですね起債の交付税措置があるというふうに考えてい

ただいて結構だと思います。基本合併特例と過疎債、あと農業関係で今回も使いますけれども公共施設事業

債を使いますので、この分の７割が交付税措置されるわけではございませんが、７割近く６５％とかですね、

そういった部分については、交付税措置されるものと考えているところでございます。交付税に占める公債

費の基準財政需要額の件でございますけれども、あさぎり町で５４億２,０００万となっております。５４

億２,０００万円が対象ですね。このうちのすいません、１１億２,７３７万１,０００円が基準財政需要額

に算定されておりますので、すいません。この件については、最終日をお答えしたいと思います。それと辺

地の件でございますけれども、辺地についてはですね現在のところまだ過疎と合併特例が使える合併特例が

使えるもんですから、辺地を使うよりも合併特例のほうが有利だということで、合併特例のほうで考えてい

るところでございます。以上です。 

◎議長（徳永 正道君）  溝口議員。 

○議員（１４番 溝口 峰男君）  合併特例債の上限は５０あと使えるの５０億８０億やったですかね、８０

億。そすと過疎債は限度があるんですか。それとあわせて、辺地計画、辺地債はですよ、私は非常に有利じ

ゃないのかなと、特にまだ私は道路整備を町長にも何回も言ってきてますけれども金がかかるんでっていう

話で、手つけていただいておりませんが、辺地債を使えばですよ非常に私は町の負担なしで事業ができると

思うんですけれども、その予定ですよね、今後の予定をお伺いしたい。 

◎議長（徳永 正道君）  企画財政課長。 

●企画財政課長（片山 守君）  はい、辺地債につきましては、有利なのかもしれませんけれども合併特例が

まだ使える状況でございますので、合併特例債が使えなくなったらですね、考えていくということになると

思いますけれども、現状では合併特例を使っていきたいというふうに考えているところでございます。過疎

債の限度額につきましてはですね、過疎については上限が全国で定められておりますので、幾らというのは

ないんですけれども、申請して全部つくという部分ではないということでございます。 

◎議長（徳永 正道君）  いいですか。ほかにございませんか。難波議員。 

○議員（２番 難波 文美さん）  はい、企画財政課にお尋ねいたします。午前中１１番議員からもお問い合

わせがありました光ファイバーの保守委託料についてということでしたが、私からはですね、あさぎりネッ

トから現在また変わりまして、ネットは、使用は１,３００件ぐらいあるということだったんですけれども、

以前から町民の方から聞いていたことがプロバイダーがですね速度調整をしているのではないかということ

を聞いておりましたので、その辺速度調整をしているのかしていないのか。御存じでしたらお願いします。 

◎議長（徳永 正道君）  企画財政課長。 

●企画財政課長（片山 守君）  はい、プロバイダーにつきましては以前は何といいますか、通信事業者上位

の通信事業者の部分を借りてやっていたということでですね、大分苦情というか遅いという話もあったんで

すけれども、現在では、町内を１,０００メガバイトにしたところですね、上位の東京都をつなぐ部分につ

きまして、専用回線を民間のところ、民間の上位の回線を使ってますけれども、あさぎり光用の専用の回線

を使うということでございますので、だいぶ速くなってるのではないかなというふうに思っているところで

ございます。以上です。 

◎議長（徳永 正道君）  難波議員。 

○議員（２番 難波 文美さん）  はい、それでは速度調整はしていないということで理解してよろしいでし

ょうか。時間帯によってですね、もう１家族でみんなが同じ時間にいろんなアクセスをした場合とか、そう

いうときにどうしても急激に速度が落ちるということを聞いておりましたので、お尋ねをしたところでござ
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います。そしてこの光ファイバーのですね光ファイバーというかこのネットのサーバーなんですけれども、

安全性とかそういうものをきちんと確認されているのかどうかっていうこともわかりましたらお願いします。 

◎議長（徳永 正道君）  企画財政課長。 

●企画財政課長（片山 守君）  以前は１００メガバイトでした。これが何年か前に１,０００メガバイトに

なってからはですね、そんなに遅いというふうに感じることはないのかなと思ってるところでございますが、

安全性の件でございますが、最近町のほうにもですね、町のていうか読売新聞のほうに国もその安全性を何

ていうかな重視してクラウドサービスっていうのを使ってますけれども、国もですね、その部分で町の回線

とうちは事業者のほうにサーバーを預けてますので、そのサーバーの環境はどうなのかというところを一応

尋ねております。業者的にはですね経済産業省ですかね、あそこがまだしているその基準があると思うんで

すけれども、それには準拠しているということでですね、例えば調査が入って大きいところと大きな企業さ

んっていうかクラウドの企業さんの持っていらっしゃるセキュリティー部分については、それに準拠したと

ころで同じような感じでやっているということでございましたので、そこは安心しているところでございま

す。 

◎議長（徳永 正道君）  難波議員。 

○議員（２番 難波 文美さん）  はい、ガーファといってグーグル、アップル、そしてフェイスブック、ア

マゾンこの４つの大きなシステムサーバーを操ってるところが世界を席巻しているわけですけれども、やっ

ぱりその中でもクラウド１番安全なところをですね、利用して私たち住民のすべての情報が入っている脳み

その部分システムサーバーですね、そこの管理は十分安全性を持ったものにしていただきたいなと思います

し、毎年大きな金額で委託料が出ております。そこをですね町民の皆さんにも理解できるようにぜひ詳しく

ですねホームページなどでも安心してくださいというような形でそしてもっとネットは利用できますよとい

うことで周知をお願いしていければと思います。 

◎議長（徳永 正道君）  企画財政課長。 

●企画財政課長（片山 守君）  はい、誤解があるといけませんので申し添えますが、役場のですねサーバー

につきましては、基本、そういう大手に大手のクラウドを使ってません。というのも役場の情報は確実にど

こにあるかがわかってないといけないだろうということでですね、うちの場合は人吉の企業のサーバーのサ

ーバーにホスティングしてますし、住民情報につきましては熊本の企業のサーバーを使っております。です

から、住民情報に関して言うと、どこにどこのサーバーにあるというのが分かった状態ですので、そういう

大きなところのサーバーを使っているということではないということで御理解いただければと思います。 

◎議長（徳永 正道君）  ほかにございませんか。小見田議員。 

○議員（１１番 小見田 和行君）  はい、１１番です。ページ数は３７ページにありますけど、財産管理費

についてお伺いいたします。毎年、話題になりますけど運動場、廃校になった中学校の運動場の草の問題と

か、旧庁舎の植え込みの大木化してそれが建物に障害を与えるということでもう財政管理には不要なところ

に関してはかなりの金額を１５年間支出してきましたけど、ここにもありますように造園管理委託料とか、

から樹木伐採委託料とかあります。不要なものはもう伐採したほうが造園管理は要らないと思いますし、私

が見ますところにも庁舎にこれあの名前挙げませんけど、大木が寄りかかってきて建物を痛めているような

木々の枝だけを伐採を造園管理でやっておりますけど、やはりこういうなでも根本的にも伐採してのけてし

まうと。それでもう後の管理費も要らないし、建物に対する障害もないと思うんですけど、この辺のところ

の判断っていいますか、それはどなたかかわかりませんけど、それについてのやっぱり見直しはもうぼちぼ

ちすべきと思いますけど、いかがお考えでしょうか。 

◎議長（徳永 正道君）  総務課長。 
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●総務課長（土肥 克也君）  はい、町有地等の樹木の管理についてですが、３１年度では説明申し上げまし

たとおり、旧庁舎の大きな木も危険性が高いものについては伐採を予定しているものでございます。その委

託料を造園管理の中に含んでおるところでございます。このように、やはり木が大きくなりまた古くなり、

腐れ等が生じているものが多数ありますので、そこは財産管理者としてもきちっとした対応して危険性を速

やかに除去するという対応はとっていきたいと考えているところでございます。 

◎議長（徳永 正道君）  小見田議員。 

○議員（１１番 小見田 和行君）  もう１点旧閉校した中学校の運動場の草の問題ですね、やはり毎年出て

まいりましてそのシーズンになりますとそういうふうな話になるわけですけど、この委託料が果たしてそれ

で足りるのか、そうでないならばこれ毎年このような支出をしていくのか、それともどっかで１回そういう

のを完全に防ぐような手だてを予算として上げるのか。ずっとこれ同じような繰り越しで毎年苦情が出てと

いう話になりますけど、それについてはいかがお考えでしょうか。 

◎議長（徳永 正道君）  審議の途中ですがここで会議を中断し、ただいまから東日本大震災により犠牲にな

られた方々の御冥福をお祈りしまして１分間の黙祷を行います。 

●議会事務局長（大林 弘幸君）  起立願います。黙祷。 

 

 （午後２時２６分から、１分間の黙祷） 

 

●議会事務局長（大林 弘幸君）  お直りください。着席。 

◎議長（徳永 正道君）  審議を再開します。総務課長。 

●総務課長（土肥 克也君）  はい、同じ町有地の雑草等を含めた管理についてですが、確かに年々その繁忙

時期においての駆除おしかり等は確かにあっているところでございます。まだまだ不十分な部分があるとい

うのは認識しております。それに対応するために、シルバー人材センター等にお願いして管理を行っている

ところであります。これを抜本的に解消するというものの手だてもまだまだ、まだ見つけて、おれないとい

う状況でございまして、当面は今のような、ちょっと追われながらの業務になるのは申しわけないんですが

そういうふうな管理になろうかとは思っております。ですが、広範囲に町有地がありますから、そのあたり

で抜本的にどのように改善できるのかというものも、もう建物と同様に考えていく時期には入ってきている

と感じておりますので、現在の状況をきちっと適切に対応するとともに、今後のあり方についても検討して

いくとように考えているところでございます。 

◎議長（徳永 正道君）  小見田議員。 

○議員（１１番 小見田 和行君）  廃校になった中学校あたりの企業誘致企業に貸し出しをしておりますけ

ど、その周辺環境の整備ですね、見ます時に、なかなかそこまでは企業側としても、至っていないように見

受けております。そういう場合のですね、そこの管理に対しては町の責任があると思うんですけどその契約

はいかになってるかまたそれを今後町はどのようにその辺のところの周辺の環境を正常化に戻すかという考

えはどう今思っておられるか。 

◎議長（徳永 正道君）  総務課長。 

●総務課長（土肥 克也君）  はい、企業に貸し出し貸付を行っているものに対しましては当然貸付の物件等

を明記してそこは善良に管理をしてくださいというもので契約をしているところでございます。ですから、

その範疇にない部分につきましては町が当然、適切に管理するものでございます。その部分に対して、先ほ

ど言いましたとおり、なかなか手が至ってない部分もございますので、繰り返しになりますがそのあり方に

ついて検討を進めてまいる所存でございます。 
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◎議長（徳永 正道君）  ほかにございませんかありますかね。それではここで１０分間休憩いたします。 

 

休憩 午後２時５０分 

再開 午後３時０１分 

 

◎議長（徳永 正道君）  休憩前に引き続き会議を再開します。森岡議員。 

○議員（７番 森岡 勉君）  ページはですねページ１０１ページでございます。小学校管理費の中の商品の

ところのですね、地域学校安全指導員の謝金１０万円計上してございますけれども、この指導員の方々が何

名で何時間ぐらいこう活動されているのか。お知らせいただければと思います。 

◎議長（徳永 正道君）  教育課長。 

●教育課長（木下 尚宏君）  はい、地域学校安全指導員の謝金につきましては、熊本県からの借金もござい

まして、これが各学校に直接支払いをされているところでございます。で、町のほうでは各学校にそれぞれ

１名ずついらっしゃいますのでその方々に２万円の謝金をお支払いしているところでございます。活動とい

たしましては放課後の見守り活動、下校時の時間対応主に見守りを行っていただいているところでございま

す。状況によって状況によりましては、町の青パトを利用していただいての見守りもしていただいていると

ころでございます。 

◎議長（徳永 正道君）  森岡議員。 

○議員（７番 森岡 勉君）  今の御答弁ですと放課後ということでございますけれども、私はここ深田のほ

うでございますけれども青パトで朝の早い時間に見守りがされております。そういったことを考えますと、

早朝の時間に見守りさせていただき、していただいて、大変だなというふうなことを思っておりまして５名

で２万円というのは、県からの補助金にしても、あといろんなことをして町からもうちょっと助成されて、

午前と午後を回るような活動をしていただければ、地域の見回り隊もなかなか活動もにぶうございますので、

そういった対応はできないものかなということでちょっとお尋ねしたいと思います。 

◎議長（徳永 正道君）  教育課長。 

●教育課長（木下 尚宏君）  はい、午前中も回られてということはちょっと私も情報は得ておりませんです

けれども、そういった形で非常に指導員の方にも御協力いただいてるところでございます。この謝金につき

ましても、それぞれの活動時間の報告がございまして、その活動時間に対しての謝金額というふうに聞いて

おります。ですので活動時間の報告等をですね再度確認させていただいて、その時間体に見合う支払いがで

きないかというのはちょっと状況を確認させていただいて今後の予算要求に臨んで臨ませていただければと

いうふうに考えます。 

◎議長（徳永 正道君）  森岡議員。 

○議員（７番 森岡 勉君）  ほかの部分のですね、予算の中で支援員の増員も出ておりましたように、やっ

ぱりこう指導員の方々も地域の子供たちの命を守るという大事な役目も担ってございますので、ぜひともそ

ういったことを前向きに考えていただければと思います。以上でございます。 

◎議長（徳永 正道君）  ほかにございませんか。ありませんか。以上で本日の日程は全部終了しました。本

日はこれで散会します。 

●議会事務局長（大林 弘幸君）  起立願います。礼。 

 

午後３時０６分  散 会 

 


